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まえがき

 障害者職業総合センターでは、1991 年の設立以来、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、わ

が国における職業リハビリテーションの中核機関として、職業リハビリテーションに関する調査をはじめさ

まざまな業務に取り組んでいます。 

 この資料シリーズは、当センターが実施した「手帳を所持しない障害者の雇用支援に関する研究」の結果

を取りまとめたものです。

 本研究では、手帳を所持しない障害者を対象とした、「発達障害者雇用開発助成金」及び「難治性疾患患者

雇用開発助成金」の対象者を雇い入れた事業所、手帳を所持しない障害者をジョブコーチ支援を利用して雇

用した事業所における雇用の実態を把握するとともに、支援機関における手帳を所持しない障害者の支援の

実態を把握することを目的としました。

 本研究を進めるに際し、調査対象となった助成金対象者雇用事業所及びジョブコーチ支援利用事業所の

方々、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、発達障害者支援センター、

難病相談・支援センターの各支援機関の方々から多大なご協力を賜りました。ここに深く感謝申し上げます。

 この資料シリーズがたくさんの方々に活用されることにより、手帳を所持しない障害者の雇用の促進と安

定のための一助となれば幸いです。

2013 年３月 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

障害者職業総合センター

研究主幹 下矢 雅美 
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概 要

 本資料シリーズは、身体・知的・精神障害者に該当せず、手帳を所持しない発達障害者・難治性疾患患者・

高次脳機能障害者等の雇用支援に関して検討することを目的とした。そのため、手帳を所持しない障害者を

対象とした「発達障害者雇用開発助成金（以下、「発開金」という）」及び「難治性疾患患者雇用開発助成金

（以下、「難開金」という）」の対象者を雇い入れた事業所、手帳を所持しない障害者をジョブコーチ支援を

利用して雇用した事業所における雇用の実態を把握するとともに、ハローワーク、障害者就業・生活支援セ

ンター（以下、「就業・生活支援センター」という）、地域障害者職業センター、発達障害者支援センター（以

下、「発達センター」という）、及び難病相談・支援センター（以下、「難病センター」という）の各支援機関に

おける手帳を所持しない障害者の支援の実態を把握したものである。 

１ 事業所調査 

（１）調査対象及び調査内容、回収状況等 

平成 23 年度までに、「発開金」又は「難開金」の対象となる者を雇い入れた事業所、平成 22 年度及び平

成 23 年度に、手帳を所持しない障害者をジョブコーチ支援を利用して雇用した事業所を対象とし、事業所の

概要等と、手帳を所持しない障害者の雇用継続・職場定着のために配慮している事項等の雇用の実態につい

て把握するため、アンケート調査を実施した。 

回収状況は、助成金対象者雇用事業所では 29.3％（119 事業所）、ジョブコーチ支援利用事業所では 18.6％

（16 事業所）であった。 

結果の集計にあたっては、手帳を所持しない障害者ごとの調査内容に対して全て無回答であったものを除

いた上で、発開金対象者と難開金対象者の両方を雇い入れた事業所はなかったため、発開金対象者雇用事業

所と難開金対象者雇用事業所を分けて集計することとし、発開金対象者雇用事業所でジョブコーチ支援も併

せて利用していた事業所については、発開金対象者雇用事業所とジョブコーチ支援利用事業所の両方の集計

に含めることとした。集計の対象とした件数は、発開金対象者雇用事業所は 16 事業所、難開金対象者雇用事

業所は 95 事業所、ジョブコーチ支援利用事業所は 23 事業所であり、発開金対象者雇用事業所とジョブコー

チ支援利用事業所は十分な回答数が得られなかった。そのため、調査結果を示すにあたっては、発開金対象

者雇用事業所、難開金対象者雇用事業所、及びジョブコーチ支援利用事業所のそれぞれの結果を示すことと

し、３者の間での比較は行わなかった。なお、ジョブコーチ支援利用事業所のうち、65.2％は発達障害者へ

の支援にジョブコーチを利用した事業所であった。 

アンケート調査で回答が得られた事業所のうち、ヒアリングに協力できるとした事業所に対して、電話、

メールにより、調査票での回答の背景や理由、雇用継続・職場定着のために配慮している事項の具体的な実

施内容等について尋ねた。また、訪問によるヒアリングは、事例の収集を目的に、同意が得られた難開金対

象者雇用事業所の１事業所を対象に実施した。 

（２）調査結果 

 ア 事業所の概要と障害者の雇用状況 

 業種別では、助成金対象者雇用事業所、ジョブコーチ支援利用事業所ともに、「製造業」と「医療、福祉」

が多く、平成 23 年度のハローワークを通じた手帳を所持しない障害者全体の就職状況において上位の産業と

一致していた。 

－ � －
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 障害者の雇用状況では、発開金対象者雇用事業所の 87.5％及びジョブコーチ支援利用事業所の 82.6％では、

身体・知的・精神障害者の雇用経験があった。難開金対象者雇用事業所では、身体・知的・精神障害者の雇

用経験のある事業所は 49.5％にとどまっていた。 

 イ 対象者の雇用状況と利用した制度、支援を受けた機関 

 発開金対象者では、雇用継続中の者が 62.5％であった。難開金対象者では、76.8％と雇用継続中の者が多

かった。また、ジョブコーチ支援対象者では、78.3％が雇用継続中であった。 

 対象者の雇用にあたっては、発開金対象者の 81.3％が発開金以外の何らかの制度（トライアル雇用、職場

実習等）を利用しており、ジョブコーチ支援対象者の 78.3％がジョブコーチ支援以外の何らかの制度を利用

していた。難開金対象者では、難開金以外の制度の利用は 30.5％にとどまっていた。 

 支援機関からの支援については、発開金対象者では、雇用継続・職場定着にあたって 81.3％が支援を受け

ていた。難開金対象者では、雇用継続・職場定着にあたって支援を受けていたのは 27.4％にとどまっていた。 

 ウ 雇用継続・職場定着のために配慮している事項 

雇用継続・職場定着のために配慮している事項について、「職務の見直しや配置」「物理的環境の整備、個

人用の支援機器や道具類」「職務遂行」「労働条件や勤務時間」「職場内の障害や症状への理解、本人の自己管

理」「職場における支援者の配置」「外部の支援機関等との連携」の各カテゴリーについてそれぞれ３～６項

目、計 30 項目に対して「本人を対象に実施」「本人を含めて、障害者を対象に実施」「本人を含めて、従業員

を対象に実施」「実施せず」のいずれかの回答を求めた。 

（ア）配慮の実施状況と配慮の内容 

  発開金対象者では、全 30 項目のうち、実施している割合が 70％以上のものが「既にある職務の中から、

能力的に無理のない仕事へ配置している」「同僚等が作業を補助している」（いずれも 93.8％）、「本人の障

害や症状について、直属の上司、直接仕事のやり取りを行う同僚の間で承知している」（87.5％）など７

項目、50％～70％未満のものが８項目であり、全 30 項目のうち半分の 15 項目は実施率が 50％以上で、残

る 15 項目は実施率が 50％未満であった。一方、実施している割合が 20％未満と低かったものは「在宅勤

務を可能としている」（０％）、「産業医・保健師等が健康管理の相談に乗る」（18.8％）の２項目であった。 

  難開金対象者では、全 30 項目のうち、実施している割合が 70％以上のものが「通院のための時間が取

れるようにしている」（84.2％）、「本人の障害や症状について、直属の上司、直接仕事のやり取りを行う

同僚の間で承知している」（82.1％）、「同僚・上司が仕事上の相談に乗る」（73.7％）など５項目、50％～

70％未満のものが４項目であり、全 30 項目のうち７割の 21 項目は実施率が 50％未満であった。一方、実

施している割合が 20％未満と低かったものは「種々の障害者を主体としたグループを構成して、そこに配

置している」「本人と同様の障害者を主体としたグループを構成して、そこに配置している」（いずれも

1.1％）、「職場と家族間で「連絡ノート」等により情報共有している」（3.2％）など 10 項目であった。 

  ジョブコーチ支援利用者では、全 30 項目のうち、実施している割合が 70％以上のものが「本人の障害

や症状について、直属の上司、直接仕事のやり取りを行う同僚の間で承知している」（91.3％）、「同僚等

が作業を補助している」「既にある職務の中から、能力的に無理のない仕事に配置している」「障害や症状

について本人や支援機関から事業所内の他の従業員に説明している」（いずれも 87.0％）など８項目、50％

～70％未満のものが３項目であり、全30項目のうち約６割の19項目は実施率が50％未満であった。一方、

実施している割合が 20％未満と低かったものは「在宅勤務を可能としている」「種々の障害者を主体とし

たグループを構成して、そこに配置している」（いずれも 4.3％）など５項目であった。 
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 （イ）配慮の程度 

  配慮を実施しているとの回答について、その配慮が手帳を持たない対象者に限定されたものか否かをみ

ると、難開金対象者では全 30 項目中の 27 項目で「従業員を対象に実施」との回答が何らかの配慮を実施

しているとする回答のうちの５割以上となっていた。このことから、従業員を対象に実施されている配慮

が難開金対象者にも適用されているケースが多く、本人に限定した配慮が講じられていることは少ないこ

とが示唆された。また、発開金対象者では、全 30 項目中の 15 項目で「従業員を対象に実施」との回答が

何らかの配慮を実施しているとする回答のうちの５割以上となっており、本人に限定した配慮が講じられ

ているケースは多くないことが示唆された。 

  一方、ジョブコーチ支援対象者では、全 30 項目中の 13 項目で「本人を対象に実施」との回答が何らか

の配慮を実施しているとする回答のうちの５割以上となっており、本人に限定した配慮が講じられている

ケースが多いことが示唆された。 

 エ 助成金に対する意見、雇用にあたって希望する支援 

助成金に対する意見について、自由記述形式の回答では、助成金の一層の周知を求める意見が複数みられ

た。また、雇用にあたって希望する支援について、自由記述形式の回答では、障害についての詳細な情報が

欲しいとの回答が複数みられた。 

 オ 障害者手帳取得についての考え 

回答が得られた 126 事業所全体での障害者手帳取得についての意見をみると、「事業所としては、取得し

てもしなくてもどちらでもよい」との回答が 42.1％で、「可能であれば取得してほしい」の 35.7％を上回っ

ていた。ただし、回答が得られた事業所のうち、障害者雇用率制度に基づく雇用義務の対象となる従業員数

56 人以上の 38 事業所に限って集計すると、「可能であれば取得してほしい」との回答が 50.0％であった。 

２ 支援機関調査 

（１）調査対象及び調査内容、回収状況等 

ハローワーク、就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、発達センター、及び難病センターの

各支援機関を調査対象として、アンケート調査を実施した。対象とした各支援機関において、手帳を所持し

ない障害者を障害の種類別に、発達障害者、難治性疾患患者、高次脳機能障害者、及び前出のいずれにも該

当しない何らかの障害のある人（以下、「その他の障害のある人」という）に分け、手帳を取得していない理

由、支援における苦慮の状況等、雇用支援の実態について把握した。ハローワーク、就業・生活支援センタ

ー、及び地域障害者職業センターでは全ての障害種別を調査対象とし、発達センターでは発達障害者、難病

センターでは難治性疾患患者を対象とした。 

回収状況は、ハローワークでは 87.1％（379 所）、就業・生活支援センターでは 70.0％（219 センター）、

地域障害者職業センターでは 71.2％（37 センター）、発達センターでは 67.1％（57 センター）、難病センタ

ーでは 57.6％（49 センター）であった。 
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（２）調査結果 

 ア 手帳を所持しない障害者に対する支援実施の有無と障害の状況 

支援実施については、発達障害者についてはいずれの支援機関も９割以上の所・センターで支援を実施し

ていた。難治性疾患患者については就業・生活支援センターでは実施しているセンターが４割以下にとどま

っていたものの、その他の各支援機関では６割～８割の所・センターで支援を実施していた。高次脳機能障

害者については、地域障害者職業センターでは８割近くのセンターで支援を実施していたが、ハローワーク

及び就業・生活支援センターでは支援の実施は２割～３割と少なかった。その他の障害のある人については、

就業・生活支援センター及び地域障害者職業センターでは半数以上のセンターが支援を実施しており、ハロ

ーワークでは支援の実施は３割以下と少なかった。 

その他の障害のある人の障害の状況は、いずれの支援機関も「統合失調症・うつ病・てんかんを除く精神

疾患（不安障害・適応障害・パニック障害等）」に該当する人が多くを占めていた。 

 イ 手帳を取得していない理由 

手帳を所持しない障害者に対して支援を「実施」していると回答した所・センターに対して、支援対象者

が手帳を取得していない理由として多いと考えられるものを尋ねた。回答は、「本人が必要性を感じていない」

「本人の心理的抵抗」「家族の心理的抵抗」の３つの理由を“本人や家族の意向で取得していない”とし、「症

状が手帳の対象外」「障害が軽度」「過去に申請したが取得できず」「取得の手続きが困難」の４つの理由を“取

得できない又は取得できなかった”としてまとめ、比較を行った。発達障害者については、いずれの支援機

関でも“本人や家族の意向で取得していない”との理由が最も多いとする所・センターが全体の７割～８割

を占めていた。一方、難治性疾患患者については、いずれの支援機関でも“取得できない又は取得できなか

った”との理由が最も多いとする所・センターが７割～９割を占めていた。高次脳機能障害者については、

ハローワークでは“取得できない又は取得できなかった”との理由が最も多いとする所が５割程度で“本人

や家族の意向で取得していない”との理由が最も多いとする所の数を上回っていた。また、就業・生活支援

センター及び地域障害者職業センターでは“本人や家族の意向で取得していない”との理由が最も多いとす

るセンターが４割～５割で“取得できない又は取得できなかった”との理由を最も多いとするセンターの数

を上回っていた。その他の障害のある人については、ハローワークでは“取得できない又は取得できなかっ

た”との理由が最も多いとする所が６割程度を占めており、就業・生活支援センター及び地域障害者職業セ

ンターでは“本人や家族の意向で取得していない”との理由が最も多いとするセンターが６割程度を占めて

いた。 

 ウ 支援の具体的内容と実施した支援における苦慮の状況 

支援の具体的内容として、「本人に障害特性への理解を促す」「本人から障害開示への同意を得る」などの

本人に対する支援、「企業から障害特性への理解を得る」「企業に本人の採用を働きかける」などの企業に対

する支援、関係機関と連携した支援、家族に対する支援に関する 11 の項目について実施の有無を尋ねた上で、

実施した支援において「手帳所持者に比べて苦慮」「手帳所持者と同程度に苦慮」「特に苦慮してはいない」

のいずれかの回答を求めた。 

（ア）実施した支援の具体的内容 

発達障害者については、地域障害者職業センターでは、実施の割合が８割未満の項目はなかった。ハロ

ーワーク及び就業・生活支援センターでも、多くの支援の項目で実施の割合が７割以上となっており、実

施の割合が７割未満であったのは、ハローワークでは「家族から障害特性への理解を得る」「家族から本
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人への支援を講じてもらう」の２項目、就業・生活支援センターでは「企業に本人の採用を働きかける」

「企業に職場定着のための配慮を講じてもらう」の２項目であった。発達センターでは、「企業に本人の

採用を働きかける」「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」等の企業に対する支援の項目で実施の

割合が５割未満であったが、それ以外の本人に対する支援、関係機関と連携した支援、家族に対する支援

の項目では実施の割合が７割以上であった。 

難治性疾患患者については、地域障害者職業センターでは、実施の割合が７割未満の項目はなかった。

ハローワーク及び就業・生活支援センターでも、多くの支援の項目で実施の割合が７割以上となっており、

実施の割合が７割未満であったのは、ハローワークでは「関係機関に支援を引き継ぐ」「関係機関と協働

で支援を行う」「家族から障害特性への理解を得る」「家族から本人への支援を講じてもらう」の４項目、

就業・生活支援センターでは「企業に本人の採用を働きかける」「企業に職場定着のための配慮を講じて

もらう」「家族から障害特性への理解を得る」「家族から本人への支援を講じてもらう」の４項目であった。

難病センターでは、「企業に本人の採用を働きかける」「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」等の

企業に対する支援の項目で実施の割合が２割～３割程度であったが、それ以外の本人に対する支援、関係

機関と連携した支援、家族に対する支援の項目では実施の割合が６割～８割程度であった。 

高次脳機能障害者については、地域障害者職業センターでは、実施の割合が７割未満の項目はなかった。

ハローワーク及び就業・生活支援センターでも、多くの支援の項目で実施の割合が７割以上となっており、

実施の割合が７割未満であったのは、ハローワークでは「家族から障害特性への理解を得る」「家族から

本人への支援を講じてもらう」の２項目、就業・生活支援センターでは「企業に本人の採用を働きかける」

「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」「企業に職場定着のための配慮を講じてもらう」の３項目

であった。 

その他の障害のある人については、地域障害者職業センターでは、実施の割合が７割未満の項目はなか

った。ハローワーク及び就業・生活支援センターでも、多くの支援の項目で実施の割合が７割以上となっ

ており、実施の割合が７割未満であったのは、ハローワークでは「家族から障害特性への理解を得る」「家

族から本人への支援を講じてもらう」の２項目、就業・生活支援センターでは「企業から障害特性への理

解を得る」「企業に本人の採用を働きかける」「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」「企業に職場

定着のための配慮を講じてもらう」の４項目であった。 

 （イ）実施した支援における苦慮の状況 

 ａ 発達障害者 

発達障害者についてみると、ハローワークでは、「企業に本人の採用を働きかける」（59.0％）、「家族

から障害特性への理解を得る」（52.2％）等の３項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以

上であった。就業・生活支援センターでは、「本人に障害特性への理解を促す」（62.4％）、「家族から障

害特性への理解を得る」（56.6％）等の４項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であ

った。地域障害者職業センターでは、「企業に本人の採用を働きかける」（83.9％）、「本人から障害開示

への同意を得る」（71.4％）等の６項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。

発達センターでは、「本人から障害開示への同意を得る」（68.4％）、「企業から障害特性への理解を得る」

（65.4％）等の６項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。支援機関による

違いはあるものの、本人による障害特性の理解や障害開示への同意、企業による障害特性の理解や企業

への採用の働きかけ、家族による障害特性の理解といった支援に苦慮していることがうかがえた。 

ｂ 難治性疾患患者 

   難治性疾患患者についてみると、ハローワークでは、「企業に本人の採用を働きかける」（48.1％）、「企
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業から障害特性への理解を得る」（34.7％）の各項目で苦慮の割合が比較的高かったが、「手帳所持者に

比べて苦慮」との回答が５割以上の項目はなかった。就業・生活支援センターでは、「企業に本人の採

用を働きかける」（50.0％）の１項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であり、次い

で「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」（43.1％）の項目で苦慮の割合が比較的高かった。地

域障害者職業センターでは、「企業に本人の採用を働きかける」（83.3％）、「企業から障害特性への理解

を得る」（61.1％）の２項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答の割合が５割以上であった。難病

センターでは、「企業から障害特性への理解を得る」（83.3％）、「企業に本人の採用を働きかける」「企

業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」「企業に職場定着のための配慮を講じてもらう」（いずれも

77.8％）等の７項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。いずれの支援機関

でも、企業による障害特性の理解や企業への採用の働きかけ、企業からの雇い入れの際や職場定着にあ

たっての配慮の確保といった支援に苦慮していることがうかがえた。 

ｃ 高次脳機能障害者 

   高次脳機能障害者についてみると、ハローワークでは、「企業に本人の採用を働きかける」（59.2％）、

「企業から障害特性への理解を得る」（50.7％）の２項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５

割以上であった。就業・生活支援センターでは、「本人に障害特性への理解を促す」（55.9％）、「企業に

本人の採用を働きかける」「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」（いずれも 50.0％）の３項目で、

「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。地域障害者職業センターでは、「企業に本

人の採用を働きかける」（100.0％）、「企業から障害特性への理解を得る」（69.6％）等の６項目で、「手

帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。いずれの支援機関でも、企業による障害特性の

理解や企業への採用の働きかけ、企業からの雇い入れの際の配慮の確保といった支援に苦慮しており、

支援機関によっては、本人による障害特性の理解といった支援にも苦慮していることがうかがえた。 

ｄ その他の障害のある人 

   その他の障害のある人についてみると、ハローワークでは、「企業に本人の採用を働きかける」（58.9％）

の１項目で「手帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であり、次いで「企業から障害特性への理

解を得る」（41.1％）の項目でも苦慮の割合が比較的高かった。就業・生活支援センターでは、「企業か

ら障害特性への理解を得る」（61.1％）、「企業に本人の採用を働きかける」（59.0％）等の６項目で、「手

帳所持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。地域障害者職業センターでは、「企業に本人の

採用を働きかける」（90.5％）、「企業から障害特性への理解を得る」（69.6％）等の９項目で、「手帳所

持者に比べて苦慮」との回答が５割以上であった。いずれの支援機関でも、企業による障害特性の理解

や企業への採用の働きかけといった支援に苦慮していることがうかがえた。 

（ウ）障害の状況に共通の結果 

  全ての調査対象障害種別に共通して、「企業から障害特性への理解を得る」「企業に本人の採用を働きか

ける」の各項目で、「手帳所持者に比べて苦慮」との回答の割合が高い傾向がみられ、支援対象者が手帳

を所持していないために、企業による障害特性の理解や企業への採用の働きかけといった支援に苦慮して

いることがうかがえた。 

企業に対する支援については全ての支援機関に共通して苦慮の割合が高い傾向がみられたが、発達セン

ターでは、「企業に本人の採用を働きかける」（実施率 35.2％）、「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもら

う」（実施率 37.0％）など企業に対する支援の実施率が低く、同様に、難病センターでも、「企業に本人の

採用を働きかける」「企業に雇い入れの際の配慮を講じてもらう」「企業に職場定着のための配慮を講じて

もらう」（いずれも実施率 23.7％）など企業に対する支援の実施率が低かったことから、発達センター及
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び難病センターでは、支援のノウハウがあまり蓄積されていない点でも苦慮していることがうかがえた。

  なお、選択肢で尋ねた内容と重複しない自由記述形式の回答として、全ての調査対象障害種別に共通し

ていたのは、障害者手帳を所持していないため制度の利用が困難であるとの回答であった。 

 エ 手帳を所持しない障害者の支援にあたって必要な専門性 

支援にあたって、手帳を所持していないことにより特に必要となる専門性の有無と、特に必要となる専門

性がある場合はその内容及び専門性の獲得や維持・向上のために実施していることを尋ねた。

 （ア）支援にあたって、手帳を所持しないことにより特に必要となる専門性の有無 

  難治性疾患患者についての難病センターの回答で手帳を所持しないことにより特に必要となる専門性が

あるとの回答が６割程度を占めていたことを除き、他の支援機関の回答では、全ての調査対象障害種別に

ついて、手帳を所持しないことにより特に必要となる専門性はないとの回答の方が多かった。 

 （イ）手帳を所持しないことにより特に必要となる専門性の内容 

  特に手帳を所持していないことにより必要となる専門性と考えられるものとして、全ての調査対象障害

種別に共通していたのは、障害者雇用率制度に頼らず企業に採用を促すためのノウハウが必要との回答、

障害者手帳制度に関する知識が必要との回答であった。 

 （ウ）専門性の獲得や維持・向上のために実施していること 

  全ての調査対象障害種別に共通して、関係機関との連携や関係機関からの情報収集、外部の研修やセミ

ナーへの参加、内部での研修や学習といった内容の回答が多くみられた。 

３ まとめ 

 事業所調査及び支援機関調査の双方の結果から、特に手帳を所持していないことにより必要な配慮や支援

に着目して、本研究において示唆されたことを以下にまとめる。 

 事業所調査では、採用後の雇用継続・職場定着のための配慮として、「本人の障害や症状について、直属の

上司、直接仕事のやり取りを行う同僚の間で承知している」などの障害や症状についての情報共有が多く実

施されていた。また、雇用継続・職場定着のための配慮全般について、難開金対象者雇用事業所において、

対象者本人に限定して特別な配慮を講じているケースは少なく、従業員全体に対して実施している雇用管理

の配慮を対象者本人に対しても適用しているケースが多いと考えられた。難開金対象者雇用事業所では、雇

用を継続している事業所が 76.8％と多かったことから、従業員全体に対して雇用管理に配慮することで、難

開金対象者本人への配慮も可能となり、雇用の継続につながっていることが示唆された。このことは、難開

金対象者雇用事業所において、募集・採用の際の課題がクリアできれば、その後の雇用継続については比較

的課題は少ないことを示唆していると考えられる。また、募集・採用の際に事業所が希望する支援としては、

障害についての詳細な情報が欲しいとの回答がみられた。 

 発開金対象者雇用事業所においては、発開金対象者の 81.3％が発開金以外の何らかの制度（トライアル雇

用、職場実習等）を利用するとともに、雇用継続・職場定着にあたって 81.3％が何らかの機関の支援を受け

ていたことから、募集・採用の段階だけでなくその後の支援の継続の必要性が示唆された。 

 ジョブコーチ支援利用事業所においては、雇用継続・職場定着のための配慮にあたって、本人を対象とし

た特別な配慮を講じているケースが多く、78.3％と雇用を継続している事業所が多いことにつながっている

と考えられる。 

ただし、今回の調査では発開金対象者雇用事業所、ジョブコーチ支援利用事業所とも回答数が十分でない

ことから、さらなる実態の把握・分析が必要と考えられる。 

－ � －
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支援機関としては、障害特性に関する知識を身につけ、事業所に対して障害の内容や配慮すべき点を的確

に伝え、採用を働きかけるノウハウを工夫することが必要であり、そのことが事業所の求める支援にも応え

られることにつながると考えられる。また、難開金対象者雇用事業所からは、難開金の周知が不十分との指

摘もされており、支援機関としては、助成金制度を含めて手帳を所持しない障害者が利用できる支援制度に

ついてわかりやすく事業所に伝えることも必要と考えられる。 

－ � －
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第１章 研究の趣旨 

第１節 本研究の目的 

 障害者の雇用については、平成 23 年度のハローワークを通じた障害者の就職件数が約６万件で過去最高とな

るなど、着実に増加しているところであり、その中で、発達障害者、難治性疾患患者、高次脳機能障害者等で

あって手帳を所持しない障害者についても、ハローワークを通じた就職件数や就労支援機関の利用件数が増加

しているところである。一方、障害者の雇用の実態については、障害者雇用率制度の適用の対象となる身体・

知的・精神障害者に関しては、企業からの障害者雇用状況報告の対象となっており、また、厚生労働省による

障害者雇用実態調査（最新は平成 20 年度）の対象ともなっているところであるが、手帳を所持しない障害者に

ついてはそれらの報告・調査の対象となっていないこと等から、雇用の実態が把握されていない状況にあった。 

 したがって、本研究では、事業所及び支援機関を対象に調査を実施し、手帳を所持しない障害者の雇用の実

態や、手帳を所持しない障害者に対する支援の実態を把握することを目的とした。また、調査の実施及び調査

結果の検討にあたっては、特に手帳を所持していないことにより、手帳を所持している障害者に比べて、雇用

の実態や支援の実態に違いが生じているかを把握することを試みた。 

 事業所に対する調査を実施するにあたっては、無作為に対象事業所を抽出する方法等では手帳を所持しない

障害者を雇用している事業所を把握することが難しいと考えられたため、手帳を所持しない障害者を対象とし

た支援制度である「発達障害者雇用開発助成金」「難治性疾患患者雇用開発助成金」の対象者を雇用した事業所、

手帳を所持しない障害者をジョブコーチ支援を利用して雇用した事業所を調査対象とすることで、確実に手帳

を所持しない障害者を雇用している事業所を調査対象とすることとした。 

 支援機関に対する調査では、手帳を所持しない障害者に対して就労支援を実施していると考えられる支援機

関として、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、発達障害者支援センタ

ー、難病相談・支援センターを調査対象とすることとした。 

－ � －
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第２節 本研究における「手帳を所持しない障害者」とは

（１）雇用促進法上の身体障害者、知的障害者、精神障害者と手帳との関係

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下、「雇用促進法」という。）では、障害者を「身体障害、知

的障害又は精神障害（以下、「障害」と総称する。）があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、

又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。」と定義したうえで、障害種別ごとに個別に定めている（図

表１－１）。 

 身体障害者については、「別表に掲げる障害があるもの」とされている。この別表は身体障害者福祉法施行

規則別表第五号（身体障害者障害程度等級表）の１級から６級に掲げる身体障害がある者及び７級に掲げる障

害が二つ以上重複している者と同様の基準になっており、雇用促進法における身体障害者は、身体障害者手帳

を所持している者と同じと捉えることができる。 

  一方、知的障害者と精神障害者については、雇用促進法の施行規則に具体的に示されている（図表１－２）。

図表１－１  雇用促進法における障害者の定義

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  障害者 身体障害、知的障害又は精神障害（以下「障害」と総称する。）があるため、長期にわた

り、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

二  身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。

（中略）

四  知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

（中略）
六  精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

図表１－２ 雇用促進法施行規則（厚生労働省令）における知的障害者及び精神障害者の定義

（知的障害者） 

第一条の二  法第二条第四号 の厚生労働省令で定める知的障害がある者（以下「知的障害者」という。）は、児童

相談所、知的障害者福祉法 （昭和三十五年法律第三十七号）第九条第六項 に規定する知的障害者更生相談所、精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律 （昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。）第六

条第一項 に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第十九条 の障害者職業センター（次条において

「知的障害者判定機関」という。）により知的障害があると判定された者とする。 

（中略）

（精神障害者） 

第一条の四  法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者（以下「精神障害者」という。）は、次に

掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。 

一  精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 
二  統合失調症、そううつ病（そう病及びうつ病を含む。）又はてんかんにかかつている者（前号に掲げる者に該
当する者を除く。） 

－ 10 －
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これによると、知的障害者は児童相談所などの専門機関や精神保健指定医によって知的障害があると判定さ

れた者とされるが、実際的には、児童相談所と知的障害者更生相談所で知的障害があると判定された者は、療

育手帳を取得することになり、知的障害者は療育手帳を所持している者とほぼ同じと捉えることができる。し

かし、それ以外で知的障害者の判定を受けた場合は、「診断書」や「判定書」（障害者職業センターの場合）

が発行もしくは交付されるが、療育手帳の交付は行われない。 

 精神障害者の場合も、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない、「統合失調症、そううつ病（そう病

及びうつ病を含む。）又はてんかんにかかつている者」が含まれている。 

 このように、雇用促進法上は、必ずしも手帳を所持しない場合でも、知的障害者、精神障害者に該当する者

がいる。 

（２）「その他の障害者」に分類される者

 上述した身体障害者、知的障害者、精神障害者に該当しない場合でも、「障害があるため、長期にわたり、

職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」は、雇用促進法上の障害者と認め

られ、労働行政の統計的な分類では「その他の障害者」とされる。その他の障害者は、身体障害者手帳、療育

手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれも所持していない者である。もしこれらの手帳を所持していれば、雇

用促進法上では、身体障害者手帳所持者は身体障害者、療育手帳所持者は知的障害者、精神障害者保健福祉手

帳所持者は精神障害者に該当することになる。 

 例えば、高次脳機能障害や発達障害がある者で精神障害者保健福祉手帳を所持している者は精神障害者に含

まれるが、いずれの手帳も所持していないが、「障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受

け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」である場合は、雇用促進法上は、その他の障害者とみなされ

る。 

（３）本研究では「その他の障害者」を「手帳を所持しない障害者」とする

 本研究では、このような「その他の障害者」の雇用支援に関する状況を把握するものであるが、例えば、知

的障害のない発達障害者は、手帳の有無に関わらず、身体障害者でも、知的障害者でも、精神障害者でもなく、

「その他」の障害者であると認識される場合もある。このため、本研究では、労働行政の分類では「その他の

障害者」とされる者を、「手帳を所持しない障害者」と標記することにした。 

 このため、本研究でいう「手帳を所持しない障害者」とは、雇用促進法上の身体障害者や知的障害者や精神

障害者であって手帳を所持していない者は含まず、雇用促進法上の身体障害者、知的障害者、精神障害者には

該当しないが、「障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが

著しく困難な者」（つまり労働行政でいう「その他の障害者」）のことをいう。 

第３節 手帳を所持しない障害者の状況

（１）障害者雇用支援施策の適用範囲

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」の前身である「身体障害者雇用促進法」が成立したのは昭和 35 年で

ある。法律の名称からも分かるように、当時は、障害者雇用支援施策の対象者は身体障害者が中心であった。

その後、障害者雇用支援施策の対象範囲は、知的障害者や精神障害者へと拡大されていったが、「手帳を所持

しない障害者」への適用は、ハローワークの職業指導や、障害者職業センターや障害者就業・生活支援センタ

ーの支援対象など、狭い範囲に限られていた。 
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図表１－３ 障害種別にみた障害者雇用支援施策の適用範囲

出所：第７回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会資料 
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 平成 11 年にトライアル雇用奨励金の前身である障害者緊急雇用安定プロジェクトが創設された際に、「手帳

を所持しない障害者」もその対象となった。手帳を所持しない障害者の雇用に関連し、企業に対し経済的な助

成がなされたのはこれが最初である。また、平成 21 年度から、発達障害者雇用開発助成金と難治性疾患患者雇

用開発助成金が創設され、発達障害者支援法第２条に規定する発達障害者が発達障害者雇用開発助成金の対象

に、厚生労働省が実施する厚生労働科学研究費補助金による難治性疾患克服研究事業のうち、臨床調査研究分

野の対象疾患（130 疾患）及び進行性筋萎縮症（筋ジストロフィー）である者が難治性疾患患者雇用開発助成

金の対象になった。手帳を所持しない障害者に対する障害者雇用支援施策の適用範囲を図表１－３に示した。 

（２）手帳を所持しない障害者の就労支援機関の利用状況

 ハローワークなどの就労支援機関における手帳を所持しない障害者の利用状況を以下に概観する。手帳を所

持しない障害者が全ての就労支援機関で増加していることが分かる。 

 ア ハローワーク

 ハローワーク障害者窓口における手帳を所持しない障害者の新規求職登録件数を図表１－４に、就職件数を

図表１－５に示した。この５年間で、新規求職登録件数は 320％、就職件数は 420％増加している。 

図表１－４ ハローワーク障害者窓口における 図表１－５ ハローワーク障害者窓口における

 手帳を所持しない障害者の新規求職登録件数    手帳を所持しない障害者の就職件数

 イ 障害者就業・生活支援センター

 障害者就業・生活支援センターにおける手帳 

を所持しない障害者の登録者数を図表１－６に 

示した。 

  この５年間で、障害者就業・生活支援センタ 

ーにおける手帳を所持しない障害者の登録者数 

は 380％増加している。 

 ただし、障害者就業・生活支援センターの設置 

箇所数は、平成19年度 135ヵ所から平成23年度 313

ヵ所に増加していることも考慮する必要があろう。   図表１－６ 障害者就業・生活支援センターにおける

手帳を所持しない障害者の登録者数
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ウ 地域障害者職業センター

 地域障害者職業センターにおける「その他」 

の障害者の利用者数を図表１－７に示した。 

 なお、地域障害者職業センターの「その他」 

の障害者は、ハローワークなどの分類による 

「その他の障害者（＝本研究でいう『手帳を 

所持しない障害者』）」とは異なり、例えば、 

療育手帳を所持していても、「知的障害」より 

も「発達障害」の方が、職業上の主たる障害に 

なっていると判断される場合、「知的障害者」 

ではなく、「その他」の障害者に分類されるこ          図表１－７ 地域障害者職業センターにおける

とに留意する必要がある。                            「その他」に分類される障害者の利用者数

 エ 発達障害者支援センター

  発達障害児（者）への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関で、都道府県・指定都市、または、

都道府県知事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等が運営している。業務内容は、相談支援（日

常生活でのさまざまな相談）、発達支援（家庭での療育方法についての助言、知的発達や生活スキルに関する

発達検査の実施、教育や支援の具体的な方法について支援計画の作成や助言など）、普及啓発・研修などに加

え、就労支援がある。就労支援では、就労を希望する発達障害児・者に対して、就労に関する相談に応じると

ともに、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどの労働関係機関と連携

して情報提供などを行っている。 

  発達障害者支援センターにおける就労支援を実施した人数を図表１－８に示した。ここ５年間で 320％増加

しているが、発達障害者支援センターの設置箇所数は、平成 19 年度の 61 ヵ所から平成 23 年度は 64 ヵ所に増

加している。 

 なお、図表で示した数字は、療育手帳等何らかの手帳を取得している者が含まれている可能性があり、全て

が本研究でいう「手帳を所持しない障害者」に該当するわけではないことに留意する必要がある。 

図表１－８ 発達障害者支援センターで就労支援を受けた人数
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第２章 手帳を所持しない障害者の雇用支援に関する調査 

     ……事業所調査……

第１節 調査方法及び回収状況

１ 調査目的 

 手帳を所持しない障害者を対象とした、「発達障害者雇用開発助成金（以下、「発開金」という。）（注１）」及

び「難治性疾患患者雇用開発助成金（以下、「難開金」という。）（注２）」の対象者を雇い入れた事業所、手帳

を所持しない障害者をジョブコーチ支援を利用して雇用した事業所において、手帳を所持しない障害者の募

集・採用、雇用継続・職場定着のためにどのような配慮が実施されているか等について把握する。

（注１）発達障害者雇用開発助成金：発達障害者を、ハローワークの職業紹介により常用労働者として新たに雇い入れる事業主に対し

て助成を行うもの。対象は、障害者手帳を所持しない発達障害者を雇用した場合に限る。平成 21 年度から開始された制度であり、

利用実績は各年度の雇い入れ件数でみると、平成 21 年度が 15 件、平成 22 年度が 36 件、平成 23 年度が 41 件となっている。

（注２）難治性疾患患者雇用開発助成金：難治性疾患患者を、ハローワークの職業紹介により常用労働者として新たに雇い入れる事業

主に対して助成を行うもの。対象は、障害者手帳を所持しない難治性疾患患者を雇用した場合に限る。平成 21 年度から開始された

制度であり、利用実績は各年度の雇い入れ件数でみると、平成 21 年度が 76 件、平成 22 年度が 136 件、平成 23 年度が 239 件となっ

ている。 

２ 調査対象 

助成金対象者雇用事業所：平成 21 年度から平成 23 年度までに、「発開金」又は「難開金」の対象となる

者を雇い入れた 406 事業所を対象とした。 

ジョブコーチ支援利用事業所：平成 22 年度及び平成 23 年度に、手帳を所持しない障害者をジョブコーチ

支援を利用して雇用した 86 事業所を対象とした。

３ 調査期間 

平成 24 年６月～７月に調査を実施した。 

４ 調査内容 

 以下の項目について回答を求めた。なお、使用した調査票は巻末資料に掲載した。 

事業所の概要（業種、従業員数、事業所の種別（一般企業、就労継続支援（A型）事業所等）） 

  障害者の雇用状況（身体・知的・精神障害者の雇用経験、実雇用率） 

  助成金制度又はジョブコーチ支援制度を知ったきっかけ 

  助成金の評価、助成金に対する意見（助成金対象者雇用事業所のみの項目） 

  ジョブコーチ支援に対する意見（ジョブコーチ支援利用事業所のみの項目） 

  障害者手帳取得についての考え 

  特に配慮が必要と感じている点、希望する支援、障害者雇用についての意見 

  以下、手帳を所持しない障害者ごとの調査内容 

   雇用状況（雇用日、雇用継続／離職の別、離職の場合の理由） 

－ 15 －
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   診断名又は疾患名、職務内容 

雇用にあたって利用した制度 

   ジョブコーチ支援を受けた場合、ジョブコーチの種類、支援の時期、支援の内容及び最も役に立った

支援（助成金対象者雇用事業所でジョブコーチ支援を利用しなかった事業所は回答の必要がない項目）

   雇い入れた主なきっかけ、募集・採用及び雇用継続・職場定着において支援を受けた機関 

   雇用継続・職場定着のために配慮している事項（配慮事項の項目の選定については５で後述） 

５ 雇用継続・職場定着のために配慮している事項の調査項目 

 調査内容のうち、雇用継続・職場定着のために配慮している事項の調査項目については、「職務の見直しや

配置」「物理的環境の整備、個人用の支援機器や道具類」「職務遂行」「労働条件や勤務時間」「職場内の障害

や症状への理解、本人の自己管理」「職場における支援者の配置」「外部の支援機関等との連携」の各カテゴ

リーについてそれぞれ３～６項目、計 30 項目とした（調査項目の詳細は、巻末資料の事業所調査票を参照）。 

 調査項目の作成にあたっては、「障害・疾患のある人の自立と就業ニーズに応える職場と地域の取組状況に

関する調査（以下、「先行調査」という）」１）において、職場での配慮や支援、環境整備の状況についての質

問に用いられた項目を基本とした。その上で、先行調査は調査対象者の障害を限定したものではなく、身体・

知的・精神障害者を含めた障害者全体を対象にしていたことから、先行調査の項目から主に身体障害者に該

当する配慮だと考えられる項目については統合・削除するとともに、「広汎性発達障害者の雇用支援のために」

２）、「難病就業支援マニュアル」３）を参考に、発達障害者・難治性疾患患者に対する配慮として考えられる

項目を追加した。

６ 調査方法 

助成金対象者雇用事業所：調査票は、労働局経由で事業所宛に送付し、障害者職業総合センター研究担当

者への返送を求めた。

ジョブコーチ支援利用事業所：調査票は、地域障害者職業センター経由で事業所宛に送付し、障害者職業

総合センター研究担当者への返送を求めた。

 なお、助成金対象者に対してジョブコーチ支援を利用した事業所については、助成金対象者雇用事業所に

対する調査票のみに回答を求めた。

７ 回収状況 

（１）助成金対象者雇用事業所 

119 事業所から回答が得られた（回収率 29.3％）。 

（２）ジョブコーチ支援利用事業所

16 事業所から回答が得られた（回収率 18.6％）。 

８ ヒアリングの実施 

 回答が得られた事業所のうち、ヒアリングに協力できるとした事業所に対して、電話、メール、訪問によ

るヒアリングを実施した。電話、メールによるヒアリングでは、調査票での回答の背景や理由、雇用継続・

職場定着のために配慮している事項についての具体的な実施内容、助成金の活用方法等について尋ねた。ま

た、訪問によるヒアリングは、事例の収集を目的として複数の事業所に依頼し、そのうち同意が得られた難

開金対象者雇用事業所の１事業所を対象に実施した。 

－ 16 －
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第２節 発開金対象者雇用事業所の調査結果の概要

１ 集計の対象及び集計方法 

助成金対象者雇用事業所から回答が得られた 119 事業所のうち、手帳を所持しない障害者ごとの調査内容

に対して全て無回答であったものを除き、111 事業所の回答を集計の対象とした。 

 一つの事業所で発開金対象者と難開金対象者の双方を雇い入れた事業所はなかったため、発開金対象者雇

用事業所と難開金対象者雇用事業所に分けて集計を行った。助成金対象者雇用事業所（111 事業所）のうち、

発開金の対象者を雇い入れた事業所は 16 事業所であった。

２ 発開金対象者雇用事業所の概要 

 事業所の業種を図表２－１に、従業員数を図表２－２に、業種と従業員数のクロス集計を図表２－３に、

事業所の種類を図表２－４に示した。 

業種は、製造業が７事業所（43.8％）、医療、福祉が３事業所（18.8％）であった。 

 事業所の従業員数は、30 人未満が８事業所（50.0％）、30～55 人が７事業所（43.8％）であった。 

 事業所の種類は、一般企業が 13 事業所（81.3％）、就労継続支援(Ａ型)事業所が３事業所（18.8％）であ

った。 

図表２－１ 業種（n=16）                図表２－２ 従業員数（n=16） 

事業所業種 事業所数  従業員数 事業所数 

製造業 7 43.8% 30 人未満 8 50.0%
医療、福祉 3 18.8% 30～55 人 7 43.8%
農業、林業、漁業 2 12.5% 1,000 人以上 1 6.3%

%5.212業売小、業売卸
%3.61他のそ
%3.61答回無

図表２－３ 業種×従業員数（クロス集計）（n=16） 

     従業員数 
業種 

30 人未満 30～55 人 1,000 人以上 

-52業造製
医療、福祉 - 2 1 
農業、林業、漁業 2 - - 
卸売業、小売業 2 - - 

--1他のそ
--1答回無

     図表２－４ 事業所の種類（n=16） 

事業所の種類 事業所数 

%3.1831業企般一
就労継続支援（A 型）事業所 3 18.8%

－ 17 －
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３ 障害者の雇用状況 

 身体・知的・精神障害者の雇用経験を図表２－５に示した。 

現在雇用している事業所と現在はいないが過去に雇用したことがある事業所を合わせて、身体・知的・精

神障害者のいずれかの雇用経験のある事業所が 14 事業所（87.5％）であり、そのうち、身体障害者の雇用経

験のある事業所が６事業所（37.5％）、知的障害者の雇用経験のある事業所が 12 事業所（75.0％）、精神障害

者の雇用経験のある事業所が５事業所（31.3％）であった。 

図表２－５ 身体・知的・精神障害者の雇用経験（n=16）    （事業所）

雇用経験 身体障害者 知的障害者 精神障害者 

%0.524%5.2601%0.524るい
現在はいないが過去はいた 2 12.5% 2 12.5% 1 6.3% 

・小計：雇用経験あり 6 37.5% 12 75.0% 5 31.3% 
現在も過去もいない 7 43.8% 2 12.5% 6 37.5% 

%3.135%5.212%8.813答回無

 企業全体の障害者の実雇用率を図表２－６に示した。 

実雇用率は、３％超が９事業所（56.3％）、1.8％未満が６事業所（37.5％）であった。

図表２－６ 障害者の実雇用率（n=16） 

実雇用率 事業所数 

1.8%未満 6 37.5%
1.8～3% 1 6.3%

%3.659超%3

４ 発開金対象者の雇用状況 

 一つの事業所で発開金対象者を複数名雇用していた事業所はなかったため、発開金対象者数は事業所数と

同じ 16 人であった。 

 対象者の雇用時期を図表２－７に、雇用継続の状況を図表２－８に示した。 

雇用時期は、平成 22 年度が７人（43.8％）、平成 23 年度が５人（31.3％）であった。 

 雇用継続の状況は、雇用継続中が 10 人（62.5％）、すでに離職が６人（37.5％）であった。

図表２－７ 雇用時期（n=16）         図表２－８ 雇用継続の状況（n=16） 

雇用時期 人数  雇用継続の状況 人数 

平成 21 年度 2 12.5%  雇用継続中 10 62.5%
平成 22 年度 7 43.8%  すでに離職 6 37.5%

平成 23 年度 5 31.3%     
平成 24 年度 1 6.3%     
無回答 1 6.3%     

 すでに離職している６人について、雇用期間を図表２－９に、離職理由を図表２－10 に、雇用期間と離職

理由のクロス集計を図表２－11 に示した。 

雇用期間は、６ヵ月～１年未満と１年～２年未満がいずれも２人（33.3％）であった。 

 離職理由は、本人都合（障害・症状の悪化以外の理由）が５人（83.3％）、事業主都合が１人（16.7％）で

あった。
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図表２－９ 雇用期間（n=6）            図表２－10 離職理由（n=6） 

雇用期間 人数  離職理由 人数 

3 ヵ月～6ヵ月未満 1 16.7%  本人都合 
（障害・症状の悪化以外の理由）

5 83.3%
6 ヵ月～1年未満 2 33.3%  

%7.611合都主業事%3.332満未年2～年1

%7.611明不

図表２－11 雇用期間×離職理由（クロス集計）（n=6） 

     離職理由 
雇用期間 

本人都合 
（障害・症状の悪化以外の理由）

事業主都合 

-1満未月ヵ6～月ヵ3
11満未年1～月ヵ6
-2満未年2～年1
-1明不

５ 発開金対象者の診断名、職種 

 発開金対象者の診断名を図表２－12 に、職種を図表２－13 に示した。 

診断名は、アスペルガー症候群が９人（56.3％）、自閉症と学習障害（LD）がいずれも２人（12.5％）で

あった。 

 職種は、製造作業員が７人（43.8％）、運搬・清掃・包装等が３人（18.8％）であった。 

図表２－12 診断名（n=16）               図表２－13 職種（n=16） 

数人種職数人名断診

アスペルガー症候群 9 56.3%  製造作業員 7 43.8%
自閉症 2 12.5%  運搬・清掃・包装等 3 18.8%

%3.61業営%5.212）DL（害障習学
%3.61護介%3.61害障達発性汎広
%3.61理調%3.61害障達発の他のそ

無回答 1 6.3%  その他 3 18.8%

６ 発開金対象者の雇用にあたって利用した制度 

 発開金対象者の雇用にあたって利用した制度（複数回答）を図表２－14 に示した。 

雇用にあたって何らかの制度を利用していたのは 13 人（81.3％）であり、利用した制度は、ジョブコー

チ支援が８人（50.0％）、トライアル雇用が７人（43.8％）、職場実習が５人（31.3％）であった。ジョブコ

ーチ支援は、半数の対象者の雇用にあたって利用されていた。 

 複数の制度を利用していたのは８人（50.0％）であり、複数の制度の組み合わせでは、「ジョブコーチ支援

とトライアル雇用」（５人）が最も多かった。 

 なお、ジョブコーチ支援を利用していた８人については、ジョブコーチ支援の内容（ジョブコーチの種類、

支援の時期、支援内容、最も役に立った支援）についての集計結果は、ジョブコーチ支援利用事業所の集計

と合わせて行った（第４節の９）。 
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図表２－14 雇用にあたって利用した制度（複数回答）（n=16） 

利用した制度 人数 

ジョブコーチ支援 8 50.0%
トライアル雇用 7 43.8%
職場実習 5 31.3%
委託訓練 1 6.3%
その他 2 12.5%
利用していない 3 18.8%

７ 発開金対象者を雇い入れた主なきっかけ 

 発開金対象者を雇い入れた主なきっかけ（複数回答）を図表２－15 に示した。 

雇い入れた主なきっかけは、「ハローワークから紹介されたため」が７人（43.8％）、「業務の要求水準に

対応できそうだったため」が５人（31.3％）であった。 

図表２－15 雇い入れた主なきっかけ（複数回答）（n=16） 

数人けかっきな主たれ入い雇

%8.347めたたれさ介紹らかクーワーロハ
業務の要求水準に対応できそ %3.135めたたっだう
トライアル雇用の結果、職場定着が見込まれると判断されたため 4 25.0% 
事業拡大や人手不足のため雇い入れの必要があったため 3 18.8% 

%8.813めたすた果を任責的会社の業企
%5.212めたたれま頼らか関機援支や関機療医
%3.61めたたれま頼らかい合り知

ジョブコーチ支援の結果、職場定着が見込まれると判断されたため 1 6.3% 

８ 発開金対象者の募集・採用及び雇用継続・職場定着にあたって支援を受けた機関 

 発開金対象者の募集・採用にあたって支援を受けた機関（複数回答）を図表２－16 に示した。 

募集・採用にあたって何らかの機関の支援を受けていたのは 15 人（93.8％）であり、支援を受けた機関

は、ハローワークが 14 人（87.5％）、障害者就業・生活支援センターが４人（25.0％）であった。ハローワ

ークの支援は９割近くの対象者の募集・採用にあたって利用されていた。 

 複数の機関の支援を受けていたのは 11 人（68.8％）であり、複数の機関の組み合わせでは、「ハローワー

クと学校・各種学校」（３人）が最も多く、次いで、「ハローワークと障害者就業・生活支援センター」（２人）

が多かった。 

図表２－16 募集・採用にあたって支援を受けた機関（複数回答）（n=16） 

支援を受けた機関 人数 

%5.7841クーワーロハ
障害者就業・生活支援センター 4 25.0%

%8.813校学種各・校学
地域障害者職業センター 2 12.5%
自治体の就労支援センター 1 6.3%

%3.61所業事援支行移労就
%3.61関機療医
%8.813他のそ
%3.61答回無
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 発開金対象者の雇用継続・職場定着にあたって支援を受けた機関（複数回答）を図表２－17 に示した。 

雇用継続・職場定着にあたって何らかの機関の支援を受けていたのは 13 人（81.3％）であり、支援を受

けた機関は、ハローワークが７人（43.8％）、障害者就業・生活支援センターが５人（31.3％）であった。 

 複数の機関の支援を受けていたのは７人（43.8％）であった。複数の機関の組み合わせでは、全て異なる

組み合わせの回答であった。

図表２－17 雇用継続・職場定着にあたって支援を受けた機関（複数回答）（n=16） 

支援を受けた機関 人数 

%8.347クーワーロハ
障害者就業・生活支援センター 5 31.3%
地域障害者職業センター 3 18.8%

%5.212関機療医
職業能力開発校・職業訓練校 2 12.5%
発達障害者支援センター 1 6.3%
自治体の就労支援センター 1 6.3%

%3.61所業事援支行移労就
地域活動支援センター 1 6.3%

%3.61校学種各・校学
%5.212他のそ

支援を受けた機関はない 1 6.3%
%5.212答回無

９ 発開金対象者の雇用継続・職場定着のために配慮している事項 

（１）調査票の集計結果 

 発開金対象者の雇用継続・職場定着のために配慮している事項を図表２－18 に示した。 

全 30 項目のうち、「本人を対象に実施」「本人を含めて、障害者を対象に実施」「本人を含めて、従業員を

対象に実施」との回答を合わせて、実施している割合が 70％以上のものが７項目、50％～70％未満のものが

８項目であった。一方、実施している割合が 20％未満と低かったものは２項目であった。 

具体的に実施している割合が高い項目は、「既にある職務の中から、能力的に無理のない仕事へ配置して

いる」「同僚等が作業を補助している」がいずれも 15 件（93.8％）、「本人の障害や症状について、直属の上

司、直接仕事のやり取りを行う同僚の間で承知している」が 14 件（87.5％）であった。 

 一方、実施している割合が低い項目は、「在宅勤務を可能としている」が０件（０％）、「産業医・保健師等

が健康管理の相談に乗る」が３件（18.8％）であった。 

 実施しているとの回答の中で「従業員を対象に実施」との回答が５割以上の項目は、全 30 項目中の 15 項

目（図表２－18 に◎で示した項目）であり、半数の項目では、従業員を対象に実施されている配慮が発開金

対象者にも適用されているケースが多くなっていた。一方、実施しているとの回答の中で「本人を対象に実

施」との回答が５割以上の項目は、全 30 項目中の２項目（図表２－18 に☆で示した項目）であり、発開金

対象者本人を対象として配慮が講じられているケースは多くない結果であった。 
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（２）ヒアリングで把握された雇用継続・職場定着のための配慮 

 従業員を対象に、「本人の障害や症状について、直属の上司、直接仕事のやり取りを行う同僚の間で承知し

ている」「障害や症状について本人や支援機関から事業所内の他の従業員に説明している」と回答した事業所

に具体的な実施内容を尋ねたところ、「関係スタッフでカンファレンスを実施し、疾患名、障害の特性につい

て学び、理解を深め、さらに、ともに働く仲間（利用者）にも理解可能な範囲で説明し、協力を得た」「責任

者が本人の障害を理解する中でそれに応じた配慮をする。また、本人の働く初日に社員全体に障害をオープ

ンにする（医療・福祉の事業所）」との回答があり、従業員全体の障害や症状について説明したり、上司や同

僚の間で承知しているとの意味ではなく、発開金対象者本人の障害や症状について従業員全体を対象に説明

したり、従業員全体で承知しているとの意味で「従業員を対象に実施」と回答した事業所がみられた。 

 従業員を対象に「本人に合わせて職務の洗い出しや見直しを行っている」と回答した事業所に具体的な実

施内容を尋ねたところ、「障害者に限らず、月の目標値を能力に合わせて設定し、結果によって向いているか

を判断している」との回答があった。 

10 発開金を知ったきっかけ、発開金についての評価及び意見 

 発開金を知ったきっかけ（複数回答）を図表２－19 に示した。 

 発開金を知ったきっかけは、「ハローワークや労働局からの情報提供」が 11 事業所（68.8％）、「就労支援

機関からの情報提供」が６事業所（37.5％）であった。きっかけについて「その他」と回答のあった２事業

所については、いずれも具体的には「学校」からの情報で知ったとの回答であった。 

図表２－19 発開金を知ったきっかけ（複数回答）（n=16） 

発開金を知ったきっかけ 事業所数 

ハローワークや労働局からの情報提供 11 68.8%
就労支援機関からの情報提供 6 37.5%
研修・講演会での情報収集 1 6.3%
インターネットによる情報収集 1 6.3%

%5.212他のそ
%3.61答回無

 発開金についての評価を図表２－20 に示した。 

 発開金についての評価は、発開金により雇い入れが促進されたかについて、「そう思う」との回答が８事業

所（50.0％）、「とてもそう思う」「どちらともいえない」との回答がいずれも３事業所（18.8％）であり、「と

てもそう思う」と「そう思う」を合わせて肯定的に評価していたのが 11 事業所（68.8％）であった。 

図表２－20 発開金についての評価（n=16） 

発開金により雇い入れが促進されたか 事業所数 

%8.813う思うそもてと
%0.058う思うそ
%8.813いなえいもとらちど
%3.61いなわ思うそりまあ
%3.61答回無

 発開金についての意見がある場合、自由記述形式で回答を求めたところ、７事業所から回答が得られた。

選択肢での回答と重複するものを除き、６事業所について回答をまとめた（図表２－21）。回答内容では、助

成金の期間の長期化を求める意見が複数みられた。 
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図表２－21 発開金についての意見（自由記述） 

容内載記な的体具数件類分

発開金を評価していた事業所 

うち、助成金の期間
に関すること 

4 

「長期的な助成があると良い。給与を普通の方と同じように支給するのはつらい。どの

程度の助成があるとお互いに納得できるか調べるのも良いと思います」「特開金と同様

の期間が必要かと考える。発達障害は精神と知的を合わせもつ障害に近く、コミュニケ

ーション等にも時間が必要であると感じている」「期間が長い方がよいと思う」「引き続

き雇用したい気持ちはあるが、一般人と違い、就業のおぼえ方が遅く、1 年半の助成金

では割に合わない。助成金期間が終了した後に雇用継続が難しい」

 うち、その他 1 
「この手続きをすすめる中で、直接支援にあたらない事務職員も障害について知り、学

ぶことができてよかった」

発開金を評価していな
かった事業所 

1 「一度のみ助成金だけでなく、勤続年数等に応じて再度助成金の交付をして貰いたい」

11 障害者手帳取得についての考え 

 障害者手帳取得についての考えを図表２－22 に示した。 

 障害者手帳について「可能であれば取得してほしい」との回答が７事業所（43.8％）、「事業所としては、

取得してもしなくてもどちらでもよい」との回答が４事業所（25.0％）であった。 

 「可能であれば取得してほしい」と回答した事業所にその理由を尋ねたところ、「取得することが本人のた

めになるのではないかと考えた。事業所として、税制面でメリットがあることも考慮した」との回答があった。 

図表２－22 障害者手帳取得についての考え（n=16） 

数所業事え考のていつに得取帳手者害障

%8.347いしほてし得取ばれあで能可
事業所としては、取得してもしなくてもどちらでもよい 4 25.0% 
手帳の対象ではないと考えているので、取得することは困難だと思う 1 6.3% 

%0.524答回無

12 手帳を所持しない障害者の雇用継続にあたって特に配慮が必要だと感じている点 

 手帳を所持しない障害者の雇用継続にあたって、手帳を所持している障害者に比べて特に配慮が必要だと

感じている点がある場合、自由記述形式で回答を求めたところ、７事業所から回答が得られた（図表２－23）。 

 なお、本設問の趣旨は、手帳を所持しないことにより特に配慮が必要だと感じている点について回答を求

めるものであったが、得られた回答は、手帳の有無に関わらず発開金対象者の障害特性によって配慮が必要

だと感じている点だと考えられる内容であった。 

図表２－23 雇用継続にあたって特に配慮が必要だと感じている点（自由記述） 

容内載記な的体具数件類分

雇用を継続している事業所   

うち、具体的に配慮が
必要だと感じている点 

3 
「個々の特性のちがいが大きい為、それぞれのマニュアルが必要である」「他の障

害者の方より、言葉を選んで説明していくことが必要。あいまいな言葉は誤解を

生じることがある」「コミュニケーションが重要」

うち、その他 3 

「障害者としての認識が薄いため、自己中心にもの事を考え、がんこになる為、

周りとの人間関係が悪い。家族も配慮に欠ける」「障害者が、健常者と一緒に働け

る様に、官民共にチャンスを広げる工夫を更にすべきです。受け入れ側の少しの

配慮が有れば同じ生活が出来ます」「自閉症の障害者は、意思が伝わらずコミュニ

ケーションがとれないため指導しにくい。職場の援助、補助する人が落ち込んで

しまう。障害者の家族との面識もないので、家での様子がわからない」

すでに離職している事業所 1 
「人から見てわかりにくい、理解されにくい特性なので、特に直接支援にあたる

スタッフのスキルアップは必須と思います」
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13 手帳を所持しない障害者の雇用にあたって希望する支援 

 手帳を所持しない障害者の雇用にあたって、事業所として希望する支援がある場合、自由記述形式で回答

を求めたところ、２事業所から回答が得られた（図表２－24）。いずれも、雇用を継続している事業所であっ

た。 

 なお、本設問の趣旨は、手帳を所持しないことにより事業所として希望する支援について回答を求めるも

のであったが、得られた回答は、手帳の有無に関わらず発開金対象者の障害特性によって希望する支援だと

考えられる内容であった。 

図表２－24 希望する支援（自由記述） 

具体的な記載内容 

「助成金も本人が就労している間は継続してほしい」「雇用して３年目ですが、今後１年に１度程度地域障害者職業センター（ジ

ョブコーチ）の支援が望ましい。現在の状況や状態を把握のため」

14 障害者雇用についての意見 

 手帳を所持しない障害者の雇用も含め、障害者雇用についての意見がある場合、自由記述形式で回答を求

めたところ、３事業所から回答が得られた（図表２－25）。 

図表２－25 障害者雇用についての意見（自由記述） 

容内載記な的体具数件類分

雇用を継続している事業所 1 
「助成金は、障害者が働く為に必要なもので、あくまでも企業に対してのサポー

トにすぎない。よって助成金が終了してしまうと、企業にまる投げ感がある」 

すでに離職している事業所 2 

「結局全ての作業を他の者が再確認する事のくり返しに成り、本人から目が離せ

ない状況が続いた。人手不足解消の為に増員したのが、更に手間が増えて同じ職

場の者から対応に困難との申請が続いてしまった。我々クラスの少人数な企業で

は受入れに無理があると感じさせられた」「当社は作業者全員が障害者です。常に、

３ 障害混合の支援の難しさを感じます」 
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第３節 難開金対象者雇用事業所の調査結果の概要

１ 集計の対象及び集計方法 

助成金対象者雇用事業所から回答が得られた 119 事業所のうち、手帳を所持しない障害者ごとの調査内容

に対して全て無回答であったものを除き、111 事業所の回答を集計の対象とした。 

 一つの事業所で発開金対象者と難開金対象者の双方を雇い入れた事業所はなかったため、発開金対象者雇

用事業所と難開金対象者雇用事業所に分けて集計を行った。助成金対象者雇用事業所（111 事業所）のうち、

難開金の対象者を雇い入れた事業所は 95 事業所であった。 

２ 難開金対象者雇用事業所の概要 

 事業所の業種を図表２－26 に、従業員数を図表２－27 に、業種と従業員数のクロス集計を図表２－28 に、

事業所の種類を図表２－29 に示した。 

 業種は、医療、福祉が 28 事業所（29.5％）、製造業が 13 事業所（13.7％）であった。 

 事業所の従業員数は、30 人未満が 50 事業所（52.6％）、30～55 人が 21 事業所（22.1％）であった。 

 事業所の種類は、一般企業が 91 事業所（95.8％）、就労継続支援（Ａ型）事業所が２事業所（2.1％）であ

った。 

図表２－26 業種（n=95）             図表２－27 従業員数（n=95） 

事業所業種 事業所数  従業員数 事業所数 

%6.2505満未人03%5.9282祉福、療医
%1.2212人55～03%7.3131業造製

その他サービス業 10 10.5% 56～100 人 11 11.6%
%2.44人002～101%4.88業売小、業売卸
%2.33人003～102%3.55業便郵、業輸運
%2.44人999～103%2.44業設建、業鉱

宿泊業、飲食サービス業 4 4.2% 1,000 人以上 2 2.1%

%1.22業貸賃品物、業産動不
%1.22業スビーサ術技・門専、究研術学
%1.22業楽娯、業スビーサ連関活生
%1.11業漁、業林、業農
%1.11業信通報情
%1.11業険保、業融金
%5.0101他のそ
%2.44答回効無

  図表２－28 業種×従業員数（クロス集計）（n=95） 

     従業員数 
業種 

30 人
未満 

30～55
人 

56～100
人 

101～
200 人 

201～
300 人 

301～
999 人 

1,000 人
以上 

医療、福祉 15 9 1 1 2 - - 
-1-2442業造製

その他サービス業 6 2 1 - 1 - - 
卸売業、小売業 5 2 1 - - - - 
運輸業、郵便業 2 - 2 - - 1 - 
鉱業、建設業 4 - - - - - - 
宿泊業、飲食サービス業 1 1 1 1 - - - 
その他 12 3 1 - - 1 2 
無効回答 3 - - - - 1 - 
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図表２－29 事業所の種類（n=95）

事業所の種類 事業所数 

%8.5919業企般一
就労継続支援（A型）事業所 2 2.1%
重度障害者多数雇用事業所 1 1.1%
就労継続支援（A型）事業所及び重度
障害者多数雇用事業所の両方に該当 

1 1.1%

３ 障害者の雇用状況 

 身体・知的・精神障害者の雇用経験を図表２－30 に示した。 

 現在雇用している事業所と現在はいないが過去に雇用したことがある事業所を合わせて、身体・知的・精

神障害者のいずれかの雇用経験のある事業所が 47 事業所（49.5％）であり、そのうち、身体障害者の雇用経

験のある事業所が 41 事業所（43.2％）、知的障害者の雇用経験のある事業所が 18 事業所（18.9％）、精神障

害者の雇用経験のある事業所が 17 事業所（17.9％）であった。 

図表２－30 身体・知的・精神障害者の雇用経験（n=95）    （事業所）

雇用経験 身体障害者 知的障害者 精神障害者 

%7.4141%9.8181%7.4333るい
現在はいないが過去はいた 8 8.4% 0 0% 3 3.2% 

・小計：雇用経験あり 41 43.2% 18 18.9% 17 17.9% 
現在も過去もいない 30 31.6% 45 47.4% 47 49.5% 

%1.11%1.22%1.11明不
%6.1303%6.1303%2.4232答回無

 企業全体の障害者の実雇用率を図表２－31 に示した。 

 実雇用率は、1.8％未満が 49 事業所（51.6％）、３％超が 30 事業所（31.6％）であった。

図表２－31 障害者の実雇用率（n=95） 

実雇用率 事業所数 

1.8%未満 49 51.6%
1.8～3% 9 9.5%
3%超 30 31.6%

%2.44明不
無回答 3 3.2%

４ 難開金対象者の雇用状況 

 一つの事業所で難開金対象者を複数名雇用していた事業所はなかったため、難開金対象者数は事業所数と

同じ 95 人であった。 

 対象者の雇用時期を図表２－32 に、雇用継続の状況を図表２－33 に示した。 

 雇用時期は、平成 23 年度が 46 人（48.4％）、平成 22 年度が 25 人（26.3％）、平成 21 年度が 22 人（23.2％）

であった。 

 雇用継続の状況は、雇用継続中が 73 人（76.8％）、すでに離職が 22 人（23.2％）であった。 
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図表２－32 雇用時期（n=95）           図表２－33 雇用継続の状況（n=95） 

雇用時期 人数  雇用継続の状況 人数 

平成 21 年度 22 23.2%  雇用継続中 73 76.8%
平成 22 年度 25 26.3%  すでに離職 22 23.2%

平成 23 年度 46 48.4%     
平成 24 年度 1 1.1%     
無回答 1 1.1%     

 すでに離職している 22 人について、雇用期間を図表２－34 に、離職理由を図表２－35 に、雇用期間と離

職理由のクロス集計を図表２－36 に示した。 

 雇用期間は、１年～２年未満が６人（27.3％）、６ヵ月～１年未満と２年～３年未満がいずれも５人（22.7％）

であった。 

 離職理由は、本人都合（障害・症状の悪化以外の理由）が 13 人（59.1％）、本人都合（障害・症状の悪化）

が６人（27.3％）であった。 

図表２－34 雇用期間（n=22）            図表２－35 離職理由（n=22） 

雇用期間 人数  離職理由 人数 

3 ヵ月未満 2 9.1%  本人都合 
（障害・症状の悪化以外の理由）

13 59.1%
3 ヵ月～6ヵ月未満 4 18.2%  
6 ヵ月～1年未満 5 22.7%  本人都合（障害・症状の悪化） 6 27.3%

%6.313合都主業事%3.726満未年2～年1

%7.225満未年3～年2

  図表２－36 雇用期間×離職理由（クロス集計）（n=22） 

     離職理由 
雇用期間 

本人都合（障害・症状の
悪化以外の理由） 

本人都合 
（障害・症状の悪化）

事業主都合 

-11満未月ヵ3
-22満未月ヵ6～月ヵ3
122満未年1～月ヵ6
--6満未年2～年1
212満未年3～年2

５ 難開金対象者の疾患名、職種 

 難開金対象者の疾患名を図表２－37 に、職種を図表２－38 に示した。 

 疾患名は、潰瘍性大腸炎が 18 人（18.9％）、クローン病が 17 人（17.9％）であった。 

 職種は、事務が 23 人（24.2％）、介護が 13 人（13.7％）、その他の専門・技術が 12 人（12.6％）であった。 
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図表２－37 疾患名（n=95）        図表２－38 職種（職務内容により修正）（n=95）

疾患名 人数  職種 人数 

潰瘍性大腸炎 18 18.9%  事務 23 24.2%
クローン病 17 17.9%  介護 13 13.7%
全身性エリテマトーデス 9 9.5%  その他の専門・技術 12 12.6%
ベーチェット病 5 5.3%  製造作業員 8 8.4%
重症筋無力症 4 4.2%  医療技術者 7 7.4%
多発性硬化症 4 4.2%  運搬・清掃・包装等 7 7.4%

%3.66業営%2.33病ヤモヤモ
%2.33売販%2.33病原膠
%2.33理調%1.22病斑紫性少減板小血性発突

その他の難治性疾患 24 25.3%  その他のサービス 3 3.2%
%1.22転運械機用送輸%3.66答回無

%4.88他のそ

６ 難開金対象者の雇用にあたって利用した制度 

 難開金対象者の雇用にあたって利用した制度（複数回答）を図表２－39 に示した。 

 雇用にあたって何らかの制度を利用していたのは 29 人（30.5％）であり、制度の利用は３割程度にとどま

っていた。利用した制度は、トライアル雇用が 19 人（20.0％）、職場実習が７人（7.4％）であり、ジョブコ

ーチ支援は利用されていなかった。 

 複数の制度を利用していたのは３人（3.2％）であり、複数の制度の組み合わせでは、「トライアル雇用と

職場実習」が２人であった。 

図表２－39 雇用にあたって利用した制度（複数回答）（n=95） 

利用した制度 人数 

トライアル雇用 19 20.0%
職場実習 7 7.4%
自治体の支援制度 2 2.1%
職場適応訓練 1 1.1%
その他 3 3.2%
利用していない 61 64.2%
無回答・無効回答 5 5.3%

７ 難開金対象者を雇い入れた主なきっかけ 

 難開金対象者を雇い入れた主なきっかけ（複数回答）を図表２－40 に示した。 

 雇い入れた主なきっかけは、「ハローワークから紹介されたため」が 75 人（78.9％）、「事業拡大や人手不

足のため雇い入れの必要があったため」が 35 人（36.8％）であった。 

 複数のきっかけに該当するとの回答は 35 人（36.8％）であり、複数のきっかけの組み合わせでは、「ハロ

ーワークから紹介されたため」と「事業拡大や人手不足のため雇い入れの必要があったため」の両方（13 人）

が最も多く、次いで、「ハローワークから紹介されたため」と「事業拡大や人手不足のため雇い入れの必要が

あったため」と「業務の要求水準に対応できそうだったため」の３つ（８人）が多かった。 

 「ハローワークから紹介されたため」とのみ回答した事業所に、難開金対象者を雇い入れた他の理由や背

景はなかったか尋ねたところ、「他に理由はない」との回答があった一方で、「人手を補充するため」「必要な

資格のある方だったため」との回答もあり、「ハローワークから紹介されたため」とのみ回答されていても、

他の理由や背景があったケースもあると考えられた。
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図表２－40 雇い入れた主なきっかけ（複数回答）（n=95） 

数人けかっきな主たれ入い雇

%9.8757めたたれさ介紹らかクーワーロハ
事業拡大や人手不足のため雇い入れの必要があったため 35 36.8% 
業務の要求水準に対応 %9.8181めたたっだうそきで
トライアル雇用の結果、職場定着が見込まれると判断されたため 9 9.5% 

%2.44めたすた果を任責的会社の業企
%1.22めたたれま頼らかい合り知

医療機関や支援機関から頼ま %1.11めたたれ
%3.55他のそ
%1.11答回無

８ 難開金対象者の募集・採用及び雇用継続・職場定着にあたって支援を受けた機関 

 難開金対象者の募集・採用にあたって支援を受けた機関（複数回答）を図表２－41 に示した。 

 募集・採用にあたって何らかの機関の支援を受けていたのは 69 人（72.6％）であり、支援を受けた機関は、

ハローワークが 67 人（70.5％）、学校・各種学校が３人（3.2％）であった。 

 複数の機関の支援を受けていたのは４人（4.3％）であった。複数の機関の組み合わせでは、全て異なる組

み合わせの回答であった。 

図表２－41 募集・採用にあたって支援を受けた機関（複数回答）（n=95） 

支援を受けた機関 人数 

%5.0776クーワーロハ
%2.33校学種各・校学

地域障害者職業センター 2 2.1%
障害者就業・生活支援センター 2 2.1%
職業能力開発校・職業訓練校 1 1.1%
支援を受けた機関はない 18 18.9%

%4.88答回無

 難開金対象者の雇用継続・職場定着にあたって支援を受けた機関（複数回答）を図表２－42 に示した。 

 雇用継続・職場定着にあたって何らかの機関の支援を受けていたのは 26 人（27.4％）であり、支援を受け

た機関は、ハローワークが 23 人（24.2％）、障害者就業・生活支援センターが３人（3.2％）であった。 

 複数の機関の支援を受けていたのは３人（3.2％）であった。複数の機関の組み合わせでは、全て異なる組

み合わせの回答であった。 

図表２－42 雇用継続・職場定着にあたって支援を受けた機関（複数回答）（n=95） 

支援を受けた機関 人数 

%2.4232クーワーロハ
障害者就業・生活支援センター 3 3.2%
地域障害者職業センター 2 2.1%
難病相談・支援センター 1 1.1%

%1.11校学種各・校学
%1.11他のそ

支援を受けた機関はない 39 41.1%
%6.1303答回無
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９ 難開金対象者の雇用継続・職場定着のために配慮している事項 

（１）調査票の集計結果 

 難開金対象者の雇用継続・職場定着のために配慮している事項を図表２－43 に示した。 

 全 30 項目のうち、「本人を対象に実施」「本人を含めて、障害者を対象に実施」「本人を含めて、従業員を

対象に実施」との回答を合わせて、実施している割合が 70％以上のものが５項目、50％～70％未満のものが

４項目であった。一方、実施している割合が 20％未満と低かったものは 10 項目であった。 

具体的に実施している割合が高い項目は、「通院のための時間が取れるようにしている」が 80 件（84.2％）、

「本人の障害や症状について、直属の上司、直接仕事のやり取りを行う同僚の間で承知している」が 78 件

（82.1％）、「同僚・上司が仕事上の相談に乗る」が 70 件（73.7％）であった。 

 一方、実施している割合が低い項目は、「種々の障害者を主体としたグループを構成して、そこに配置して

いる」「本人と同様の障害者を主体としたグループを構成して、そこに配置している」がいずれも１件（1.1％）、

「職場と家族間で「連絡ノート」等により情報共有している」が３件（3.2％）であった。 

 全 30 項目中の 27 項目で、実施しているとの回答の中で「従業員を対象に実施」との回答が５割以上とな

っており、全体の９割の項目で、従業員を対象に実施されている配慮が難開金対象者にも適用されているケ

ースが多くなっていた（実施しているとの回答の中で「従業員を対象に実施」との回答が５割以上となって

いなかったのは、「支援機関を介して生活面の支援をしてもらっている」「種々の障害者を主体としたグルー

プを構成して、そこに配置している」「本人と同様の障害者を主体としたグループを構成して、そこに配置し

ている」の３項目）。一方、実施しているとの回答の中で「本人を対象に実施」との回答が５割以上となって

いる項目は、「支援機関を介して生活面の支援をしてもらっている」の１項目のみであり、難開金対象者本人

を対象として配慮が講じられているケースは少ない結果であった。
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機関等）が定期的にミ

産業医・保健師等

通路、ドア、トイレ、

るような工夫（部品の
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る

「作業手順書（マニュ

在

機関を介して生活面の
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（２）ヒアリングで把握された雇用継続・職場定着のための配慮 

 従業員を対象に「本人の障害や症状について、直属の上司、直接仕事のやり取りを行う同僚の間で承知し

ている」「障害や症状について本人や支援機関から事業所内の他の従業員に説明している」と回答した事業所

に具体的な実施内容を尋ねたところ、「本人の症状については、関係する方には伝えている。一般の従業員に

ついても、体調で配慮する必要がある点は周囲に伝えている」との回答があった一方、「入職時に、全体の会

議で周知した」との回答があり、従業員全体の障害や症状について説明したり、上司や同僚の間で承知して

いるとの意味ではなく、難開金対象者本人の障害や症状について従業員全体を対象に説明したり、従業員全

体で承知しているとの意味で「従業員を対象に実施」と回答した事業所がみられた。 

 従業員を対象に「本人に合わせて職務の洗い出しや見直しを行っている」と回答した事業所に具体的な実

施内容を尋ねたところ、「誰にとっても分かりやすいように、職務の標準化を行っているということ。障害者

に限ったことではない」「接客・調理等、従業員の希望と適性に合わせて配置を行っている」「本人の症状の

状況に合わせて、きつい仕事は避ける。本人の体調を見ながら担当する職務を見直すことは、他の従業員に

ついても行っている」といった回答があった一方、「勤務時間の配慮や座席の配慮（換気のできるところ）を

している」との難開金対象者本人を対象に実施されているものと考えられる回答もあった。 

 従業員を対象に「本人との定期的な相談のため、日時を設定して相談時間を設けている」と回答した事業

所に具体的な実施内容を尋ねたところ、「相談は、こまめに定期的に行っている」「全従業員に対し、業務内

容が自分に合っているかどうかを確認する目的でヒアリングを行っている（半年毎）」といった回答があった

ほか、「本人は、月１回定期検診があるので、その際に個別面談を行い、体調の確認等をしている。また、他

の従業員も、給与の支払いに合わせて月１回面談を行い、仕事の内容が合っているかなど確認している」と

の、定期的な相談は従業員全体を対象に実施しているが、難開金対象者本人と他の従業員では相談の内容が

異なっていると考えられる回答もあった。 

 従業員を対象に「場面に応じた適切な態度を整理したチェックリスト等により、本人が自己管理できるよ

うにしている」と回答した事業所に具体的な実施内容を尋ねたところ、「作業内容毎に「５.非常にできてい

る～１.できていない」の５段階で評価するもの、作業時間のチェック等の項目で構成されている。チェック

リストは障害者向けに作成したものだが、これを見た一般職員にも、自分の作業の出来について考えてもら

えればと思っている」「本人の具体的な行動のスケジュールに関するリスト。本人にチェックさせると言うよ

りは、職員が本人の作業を補うような体制を取れるように作成した」といった回答があり、従業員全体に

自己管理のためにチェックリスト等を作成させているとの意味ではなく、難開金対象者を対象に作成した

チェックリスト等を従業員全体で確認しているとの意味で「従業員を対象に実施」と回答した事業所がみ

られた。 

 従業員を対象に「関係者（本人、事業所、家族、支援機関等）が定期的にミーティングを持っている」と

回答した事業所に具体的な実施内容を尋ねたところ、「仕事上の指示が目的。全ての仕事を任せられる訳では

ないので、本人の分担及び、フォローが生じるところの仕事の範囲と分担を本人と他の社員に対して行う」

「ミーティングの中で、本人の病状は普通に働いてはいるが、配慮の必要があることを他の職員にも分かっ

てもらうようにしている」といった回答があり、難開金対象者の状況を従業員全体で共有するためにミーテ

ィングを行っているとの意味で「従業員を対象に実施」と回答した事業所がみられた。 

従業員を対象に「作業がしやすくなるような工夫（部品の色分け等）を行っている」と回答した事業所に

具体的な実施内容を尋ねたところ、「商品陳列の作業がしやすいように、仕分けしやすいような工夫などをし

ている（卸売業、小売業の事業所）」との業務の効率化を図るための工夫や、「本人に突然休まれると補充が

利かなくなるので、前もって分かっている時はスタッフ間の調整をしている（医療、福祉の事業所）」との勤

－ 33 －



- 34 -

務体制の調整についての工夫など、障害や症状に配慮した作業がしやすくなるような工夫とは異なると考え

られる回答もあった。 

 また、調査票で質問した項目以外に、難開金対象者の雇用継続・職場定着のために特に配慮していること

があるか尋ねたところ、複数の事業所から「特に配慮はしていない（他の従業員と変わらない）」との回答が

あった一方、「遠い現場には行かせない、出張はさせない」「力仕事を控える（10kg 以上の重いものは持たせ

ない）」「重いものが持てないので周りがフォローする。長時間の立ち仕事が難しいので勤務時間に配慮する」

といった業務内容や勤務時間への配慮や、「暑い時期には休憩をこまめに取る」「具合の悪い時は優先的に休

ませる」「仕事で負担になっていることがないか確認して、身体の状況に応じた配置をしている」「症状の変

化があるので、顔色をみて、体調が悪そうな時は休憩をこまめに取ってもらったり、就業時間が遅くならな

いように配慮する」「体調がどのように変化するか分からないので、頻繁に確認するようにしている」といっ

た体調への配慮を実施しているとの回答があった。 

10 難開金を知ったきっかけ、難開金についての評価及び意見 

 難開金を知ったきっかけ（複数回答）を図表２－44 に示した。 

 難開金を知ったきっかけは、「ハローワークや労働局からの情報提供」が 82 事業所（86.3％）、「インター

ネットによる情報収集」が６事業所（6.3％）であった。きっかけについて「その他」と回答のあった６事業

所のうち２事業所については、具体的には「本人」からの情報で知ったとの回答であった。

図表２－44 難開金を知ったきっかけ（複数回答）（n=95） 

難開金を知ったきっかけ 事業所数 

ハローワークや労働局からの情報提供 82 86.3%
%3.66集収報情るよにトッネータンイ
%2.33供提報情のらか関機援支労就
%1.22供提報情るけおに内社

他企業や経営者団体、業界団体からの情報提供 1 1.1%
%1.11集収報情ので会演講・修研
%3.66他のそ
%2.44答回無

 難開金についての評価を図表２－45 に示した。 

 難開金についての評価は、難開金により雇い入れが促進されたかについて、「そう思う」との回答が 31 事

業所（32.6％）、「どちらともいえない」との回答が 24 事業所（25.3％）であり、「とてもそう思う」と「そ

う思う」を合わせて肯定的に評価していたのが 45 事業所（47.4％）、「あまりそう思わない」と「そう思わな

い」を合わせて肯定的でない評価をしていたのが 21 事業所（22.1％）であった。

図表２－45 難開金についての評価（n=95） 

難開金により雇い入れが促進されたか 事業所数 

%7.4141う思うそもてと
%6.2313う思うそ
%3.5242いなえいもとらちど
%4.77いなわ思うそりまあ
%7.4141いなわ思うそ
%3.55答回無
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 難開金についての意見がある場合、自由記述形式で回答を求めたところ、36 事業所から回答が得られた。

選択肢での回答と重複するもの等を除き、20 事業所について回答をまとめた（図表２－46）。回答内容では、

助成金の一層の周知を求める意見が複数みられた。 

図表２－46 難開金についての意見（自由記述） 

容内載記な的体具数件類分

難開金を評価していた事業所 

うち、助成金制度に
関すること 

5 

「制度の知名度が低いのでは？」「ハローワークで紹介を受けるにあたり、本人が申し

出ない限り、対象として紹介が出来ない点で、利用しにくい面があると思う。症状の軽

い方は制度の利用の必要を感じていないかもしれない」「制度の認知度が低いと思う」

「難治性疾患患者の認定は毎年 10 月で更新されていますが、助成金申請にあたっては

雇入時に疾患にかかっていたことの証明が必要であり、雇入れが９月以前であるとその

証明をとるのがとても大変です」「難治性の助成金がもっと企業の目に止まるようにな

れば雇用が増えていくと思う」

うち、助成金の活用
に関すること 

1 
「制度を利用し、対象の職員が仕事をしやすくなる事務機器やソフトが導入出来て良か

ったと思う」

 うち、その他 5 

「助成金があるのでじっくり、ゆっくり指導ができます」「助成金を頂くとどう活用す

べきなのか、企業（事業所）にとっては大きな課題です」「こういった助成金制度が長

きに渡ってつづくことにより、長期雇用にもつながってくるものと思われます」「会社

的にも助成金を受けられる事もあり、その疾患を持った方に対し環境作りも出来とても

心強く感じて居ります」「雇用対象者の疾患についての知識が全くなかったため戸惑っ

た。疾患についてもっと詳細な説明（個別説明書など）があればよいと思う」

難開金を評価していなかった事業所

うち、助成金制度に
関すること 

5 

「助成金ありきで雇用したのではないが、助成金をもう少しわかりやすく、かつアピー

ルされれば、もう少し雇用に前向きな企業も増えるのではないかと思う」「難治性疾患

における申請書において、どのくらい詳細なところまで記述すべきか、悩ましいところ

であった。総合的な記述に関しては、チェック方式などにして頂けると、記入の手間が

省けることにより、より従業員への配慮などへ時間を費やせるのではないでしょうか」

「本人の病状が進行していくのに対して助成金が短期で終了することに疑問です。雇用

継続と共に助成していただけることが望ましいと思います」「制度の周知が徹底されて

いない。申請事務が煩雑である」「目に見える障害ではない場合、採用時に確認するの

は難しい。紹介の際、この制度とともに知ることができればいいと思う」

うち、その他 4 

「疾患のリスクがある以上、相応の助成金があってしかるべきと思う。賃金については

他の社員と差別は一切していない」「助成金は一時的なものなので。本人のやる気とが

んばりさえあれば問題はないと思います」「助成金が出る、出ないより、疾患の症状な

どの詳しい知識、本人の現在および将来での予測される体調等の情報が、採用する側に

正確に伝わる事が望ましいと思います」「一時的な助成金による雇用支援が障害者の雇

用は促進されても継続という観点では当事者にとってどうなのか、と思います。つまり、

制度目当てで雇用をする、されることが社会として本当の意味で支援していることには

ならないと思います」

 難開金を受給した事業所に助成金の活用方法を尋ねたところ、複数の事業所から「本人の給与に充当」と

の回答があった一方、「本人は２週間に１回程度治療で休む必要があり、会社の制度として当初は有給休暇が

ないが、助成金により給与を減額しないようにした」「本人の体調が悪化した場合には、派遣等で代替する必

要があり、その際に活用したいと考えている（実際にはそのような事態は生じていない）」といった本人に対

する配慮に活用した（活用したいと考えている）との回答があった。 

11 障害者手帳取得についての考え 

 障害者手帳取得についての考えを図表２－47 に示した。 

 障害者手帳について「事業所としては、取得してもしなくてもどちらでもよい」との回答が 44 事業所

－ 35 －
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（46.3％）、「可能であれば取得してほしい」との回答が 30 事業所（31.6％）であった。 

 「事業所としては、取得してもしなくてもどちらでもよい」と回答した事業所にその理由を尋ねたところ、

複数の事業所から「手帳の取得は本人の自由であると考えるから」との回答があった。 

 「可能であれば取得してほしい」と回答した事業所にその理由を尋ねたところ、「生活する上で福祉的な控

除が受けられるし、本人にとっては手帳があった方がよいと思う」「手帳を所持していた方が、本人にとって

周囲からの配慮を受けやすいと考えるため」といった本人のために手帳を取得していた方がよいと考えると

の回答があった一方、「この方のような難治性疾患患者の方が障害者手帳を取得できれば、障害者の雇用義務

が果たせるので、事業所としても助かる」「手帳所持者を雇用しないと報奨金の支給対象にならない」といっ

た本人が手帳を取得できれば事業所として障害者雇用率のカウントに加えることができるためとの回答もあ

った。 

 また、調査時点で障害者雇用率制度に基づく１人以上の障害者の雇用義務がある従業員数 56 人以上（注）

の 24 事業所に限ってみると、「可能であれば取得してほしい」との回答が 12 事業所で、５割を占めていた（な

お、本調査では企業全体の従業員数は把握していないため、当該 24 事業所以外にも障害者の雇用義務がある

事業所が含まれている可能性がある）。 

（注）調査時点の障害者の法定雇用率は民間企業で 1.8％であり、従業員数 56 人以上の企業は１人以上の障害者を雇用しなければなら

ないが、平成 25 年４月１日からは法定雇用率が民間企業で 2.0％に引き上げとなり、従業員数 50 人以上の企業は１人以上の障害者

を雇用しなければならないこととなる。

図表２－47 障害者手帳取得についての考え（n=95） 

数所業事え考のていつに得取帳手者害障

事業所としては、取得してもしなくてもどちらでもよい 44 46.3% 
可能であれば取得してほしい 30 31.6% 
手帳の対象ではないと考えているので、取得することは困難だと思う 3 3.2% 

%1.11他のそ
%9.7171答回無

12 手帳を所持しない障害者の雇用継続にあたって特に配慮が必要だと感じている点 

 手帳を所持しない障害者の雇用継続にあたって、手帳を所持している障害者に比べて特に配慮が必要だと

感じている点がある場合、自由記述形式で回答を求めたところ、22 事業所から回答が得られた。特に配慮は

していないとの回答等を除き、14 事業所について回答をまとめた（図表２－48）。 

 なお、本設問の趣旨は、手帳を所持しないことにより特に配慮が必要だと感じている点について回答を求

めるものであったが、得られた回答は、手帳の有無に関わらず難開金対象者の障害特性によって配慮が必要

だと感じている点だと考えられる内容であった。 
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図表２－48 雇用継続にあたって特に配慮が必要だと感じている点（自由記述） 

容内載記な的体具数件類分

雇用を継続し
ている事業所 

12 

「万一発作・体調不良の重度によってスタッフによるもしくはお客様を含めた協力が必要とな

る点です」「身体を使う作業等はあまりやらせない」「一見、健常者と変わらない為、他の従業

員との差別化が難しい（臨時の欠勤等）」「障害があると、精神的な面での影響を強く受けると

見うけられるので、心の安定を保つ意味で、業務指示については、強い負担がかからないよう

に配慮する」「荷物を運ぶ時などコップを持って移動する時フラツキがあり、長い目でのいろい

ろな支援が必要と思われます」「体がきつい時には遠慮なく申し出てほしいということを常に言

っています」「柔軟な休暇がとれるような工夫」「不自由な点に対しての対応」「怪我には充分気

を付けて頂くよう皆にも伝えています」「他の障害者と比較して、見た目は健常者とあまり変わ

らないところが、理解が得られるかどうかという点が難しい場合があります」「体調が不安定に

なるので、体調を把握する事と、業務をいつでも交替できるような体制にする必要がある」「一

般従業員より、疲れやすい為、こまめな休憩を入れてあげる。１日の労働時間を規定どおりに

し、残業などを作らないようにする」

すでに離職し
ている事業所 

2 
「本人の体調を伺ったり、無理をしない様声かけすることに心がけた」「障害者と健常者が少人

数で密になる環境はさけ、なるべく健常者への負担が集中しないように心掛けてもいます」

13 手帳を所持しない障害者の雇用にあたって希望する支援 

 手帳を所持しない障害者の雇用にあたって、事業所として希望する支援がある場合、自由記述形式で回答

を求めたところ、10 事業所から回答が得られた。希望する支援についての回答でないものを除き、９事業所

について回答をまとめた（図表２－49）。回答内容では、障害についての詳細な情報が欲しいとの回答が複数

みられた。 

 なお、本設問の趣旨は、手帳を所持しないことにより事業所として希望する支援について回答を求めるも

のであったが、得られた回答は、手帳の有無に関わらず難開金対象者の障害特性によって希望する支援だと

考えられる内容であった。 

図表２－49 希望する支援（自由記述） 

容内載記な的体具数件類分

雇用を継続している事業所 

うち、障害について
の情報に関するこ
と 

4 

「雇い入れ時（希望時）（ハローワークからの紹介時）に、どのような障害疾患で、当

方に対してどのような対応が必要なのかを先に知らせて欲しい」「障害の内容と配慮す

べき点について、具体的に指導があれば参考に出来る」「難治性疾患についての知識が

全くなかったので、疾患についての説明が詳しくわかるようなリーフレットなどあると

よいと思う」「発達障害の方に対しては、受け入れる事業所の対応が多く見込まれるた

め、事業所なりの講習、講演を企画してほしい」

うち、具体的な支援
に関すること 

3 

「例えばこれから当社がその他身体的障害の方の雇い入れを試みる場合事務所の改良

（バリアフリー対策）やその他障害を持たれた方のニーズに添える支援がありましたら

有難く思います」「交替要員の補助があれば、いいと思う」「継続的に障害者を雇用して

いる事業所に毎年の助成金が出れば事業所は、長期、継続的に雇用をすると思う」

 うち、その他 1 

「OFF-JT をいかにして実施し、心のケアやコミュニケーションを図っていくかが課題で

あり、閉店後における時間配分が難しいと思っています。私たちにしてみれば、当該本

人には良く勤務してもらいたいと思っていますので、仕事上以外での支援策を講じて行

きたいと思うのです。今、相談するところは、弊社の顧問労務士だけです。ジョブコー

チ支援の存在すら知りませんし、このアンケートではじめて知った状態です」

すでに離職している事
業所 

1 
「定期的なヒアリング調査や、障害者への教育訓練的なセミナー等の開催で障害者自身

のスキルアップ支援など」
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14 障害者雇用についての意見 

 手帳を所持しない障害者の雇用も含め、障害者雇用についての意見がある場合、自由記述形式で回答を求

めたところ 18 事業所から回答が得られた。障害者雇用についての意見でないものを除き、17 事業所につい

て回答をまとめた（図表２－50）。 

図表２－50 障害者雇用についての意見（自由記述） 

容内載記な的体具数件類分

雇用を継続している事業所 

うち、支援に関する
こと 

5 

「入口の心のケアや働くとはをキチンと解り合える場が事前に必要ではないでしょう

か。そして、その当該者がどんな仕事に向いているのかを見極めてあげることも大事だ

と思います。これらがジョブコーチ支援であれば、一度ご紹介頂きたいものです」「ジ

ョブコーチは大変有意義な制度だと思う。コーチの能力向上を強くのぞみます」「求人

紹介をいただいた時点で、詳しく、疾患についての説明があればよかった。本人との面

接を行う前に、第三者の客観的な意見をきければ、不安なく雇用できるのでなはないか」

「変な差別につながる支援は無い方が良い。支援をするから事業所に障害者を雇用させ

るのは誤りです（障害者に失礼）。事業所が求める業務をできる者であれば、障害は関

係無い」「能力を発揮する為の指導について援助があれば良いと思う」

うち、雇用に積極的
な意見 

4 

「障害のある方の雇用は、お互いいろいろ大変な事も多いが、社会に貢献できるなら、

今後も協力していきたい」「今回初めて疾患を持たれた方を雇用しましたが、他の従業

員の方とも変わりなく仕事をして頂け、障害を持たれた方と健常者の方との隔たりもな

くなり会社としても雇用の視野が広くなりました」「業務内容の都合上、障がいの方の

雇用を今後も支援していきたい」「障害者の雇用は、企業（事業所）全体でもプラスに

なると思う。一般の方よりも、仕事にまじめで頑張ってくれる。私共は進んで雇用して

行きたい」

うち、雇用に消極的
な意見 

1 
「面接時にくわしい事を言わないので、採用してからどの程度働けるのかが分からな

い。自分が精神障害者だと自覚がなく、助成金が、いくら出ますよねと言ったりする。

今後の採用は、慎重にしたい」

 うち、その他 5 

「マッサージ師の視覚障害者、事務、運転、精神、難病の方の相互協力で行えると思い

ます」「会社側に知識、経験が少ない為、雇用後の対応や、他の従業員との扱いに無理

が生じてくる。一見健常者との差が分からない為、本人、従業員、会社などの双方で、

良い関係を維持するのが難しい」「症状によっては、少しの配慮で充分にこなせる業務

もあると思う。しかし、安定感の面では不安もあり、常に状態について注意しておかな

ければならないと思う」「まずもって、本人が持った病は、よくなるものではないとい

う非常に難しい中に置かれているものと思われます。あとは、国の方策で、どれだけ手

をさしのべることにより、有意義な人生を送ってもらえるかなど、慎重に考えてほしい

ものです」「障害者に限らず、どんな職場でも職員間の理解・フォローが必要です。職

員同士お互いを認め合い、受け入れ合うことを日頃から指示しています」

すでに離職している事
業所 

2 

「社会経験等の少ない障害者も多く、現場指導・教育に時間がかかることも多いのが現

状です。電話応対などの基本を学ぶ機会を作って頂けたら、雇用する側も助かりますし、

もっと良いイメージになり、雇用機会も増えるのではないでしょうか？」「障害者の雇

用ができるように、景気の拡大にもっと力を入れて欲しい。不景気では雇用の継続が難

しい」

15 訪問によるヒアリングの結果 

調査票の回答および電話での問い合わせ時における回答結果から、手帳を所持しない障害者に雇用管理

上の配慮を行っており、より詳しい情報を得ることで好事例として紹介することが可能であると考えられる

難開金の受給対象企業の人事担当者に対し、ヒアリング調査を行った。

－ 38 －



- 39 -

（１）事業所の概要 

事業内容：娯楽業（ゲームセンター） 

従業員数：53 名（正社員：11 名／パート・アルバイト：42 名） 

うち障害者手帳を所持している社員数：０名 

 難開金対象者：１名 

 発開金対象者：０名 

（２）対象者について 

年代および性別：20 代女性 

診断名：多発性硬化症 

雇用形態：非正規雇用 

週所定労働時間：約 20 時間（１日５時間×週３～４日を基本とし、繁忙期はシフトを多めに組んでいる。）

勤続年数：１年６ヵ月（ヒアリング実施時） 

業務内容：フロアスタッフとして、ゲーム機の保守・清掃、フロア清掃、景品の補充ディスプレイ等に従事。 

（３）対象者を採用した理由 

採用面接時に志望動機がはっきりしており、対象者が「この会社で働きたい」と選んで応募したことが伝

わって来たことと、面接時にさわやかな笑顔でハキハキと答えていたことから、接客に向いていると面接を

担当した対象者の所属店舗の店長の判断があった。 

採用面接の際に、対象者より難治性疾患患者であることの開示があり、特定疾患医療受給者証の提示があ

った。店長から対象者を採用したいとの話があった際に、人事担当より「体調の関係でシフトに入れない場合

はどうするのか」等さまざまな質問をした。店長からは各質問に対する対処方法が明確に述べられたため、

現場の決定を尊重した。 

懸念していた疾病の状況については、雇用開始後はむしろ安定しており、勤務時間中に体調を崩したこと

は一度もない。 

（４）対象者への雇用管理上の配慮事項 

ア 通院日の確保 

通院日とその前後の計３日間は治療の関係で勤務が厳しいという話を本人から聞いているため、シフトか

ら外している。他に対象者にのみ配慮している事項は特になく、万が一勤務中に体調不良になった場合は、

既に整備されている店内で客が体調不良になった場合の対応マニュアルを活用することとしている。 

 イ 疾病を事業所全体に周知する 

 対象者の勤務開始前に、対象者と一緒に勤務するスタッフ全員に対象者の症状や定期的な通院が必要であ

ることに関して説明を行い、現場の了承を得た。採用後は、対象者が通院で居ない時は他のスタッフがカバ

ーして助け合っている。 

 ウ 家庭との連絡 

 対象者の体調が少しでも悪い時にすぐに連絡が取れるよう、対象者の業務内容や仕事中の様子を簡単に日

報に記し、家庭とやりとりをしている。普段から家庭との関係性を構築しておくことで、業務中に対象者が

体調不良になった際に家族に来て貰うなどのスムーズな協力が得られやすくなると考えている。 
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エ 対象者の体調不良に備えた対応策の整備 

 万が一、業務中に対象者が体調不良になった時のことを考え、既に利用客が体調不良になった際に用いる

マニュアルを整備していたため、これを援用することとしている。前述の通り、対象者は採用以来一度も体

調不良を起こしたことはないので、実際に活用されたことはない。 

（５）難治性疾患患者の雇用管理に関する人事担当者の所感 

難治性疾患を有していることは特別なことだと考えていない。通院に配慮することで普通に働けているし、

“難病”と聞いても全く難しいとは感じなかった。むしろ働き始めてからの方が対象者の病状は安定してい

る。企業としては、従業員同士のコミュニケーションを図ることや、従業員に働く楽しさを与えることが大

切だと考えており、そのことが病状に良い影響を与えているというのはあるのかも知れない。診断が全てで

はなく、本人の心の持ち方次第で病気はなくなってしまうのではないかとも感じている。 

（６）対象者が雇用継続しているポイント 

 対象者が雇用継続しているポイントと考えられることを以下にまとめた。 

①対象者の病状は安定しており、定期的に通院していればコントロールが可能であること。 

②体調に対して無理のない勤務形態であること。 

③病状以外に雇用管理上の課題がなく、戦力として働いていること。 

④当該企業の企業理念や元来持っている入社時研修、社員教育、人事考課といった雇用管理制度が充実して

　おり、対象者の雇用に際し、新たな制度を整備する必要がないこと。 

 ④については、当該企業の企業理念として「和」を大切にしており、従業員の採用基準に含めていること

を始め、普段の業務の中でも機会があるごとに伝えている。採用した社員には長く勤めて欲しいという考え

から社員教育に力を入れている。入社時研修はパート・アルバイトの社員に対しても Off-JT で１日～２日か

けて行う。店舗への配属後は OJT を基本に行い、「OJT 自己診断シート」「自己啓発シート」「問題解決診

断シート」等の各種様式を使用しながら、必要に応じて先輩・上司が後輩・部下に指導や助言を行っている。

様式については、研修関係のもの以外にも、従業員１人１人の１日の業務内容表の整備、接客の心がまえや、

店舗に立つにあたり従業員の気持ちが落ち着いているかをチェックするシート、従業員同士の連絡ノートな

ど充実しており、雇用上の配慮が必要となる社員を採用した際にも応用可能なものが揃っている。 

（７）おわりに 

 「和」を大切にする企業理念は従業員間に浸透しており、社員同士助け合って業務にあたっている他、創

業以来解雇はほとんどなく、たまに自己都合による退職はあっても、全体を見ると定着している社員が多い。 

当該企業の姿勢を特徴的に示すエピソードとして、（４）エに記した、客が体調不良を起こした時のマニ

ュアルを整備した経緯を紹介したい。利用客の中には居場所がなく、１日中ゲームセンターで過ごしている

とのことで、そのような客の安全を考えてマニュアルを整備している。客が長時間にわたって店舗で過ごす

理由に想いを馳せたうえで安全対策を講じていることや、対象者を採用するにあたっての「“難病”と聞い

ても難しいとは感じない」との言葉から推測されるように、当該企業の持つ、先入観に影響されない温かな

まなざしや、対象者の資質や職業適性を見極めて採用し雇用管理を行っていることが、対象者の体調安定と

継続雇用につながっていると推測できる。 
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第４節 ジョブコーチ支援利用事業所の調査結果の概要

１ 集計の対象及び集計方法 

 ジョブコーチ支援利用事業所から回答が得られた 16 事業所のうち、手帳を所持しない障害者ごとの調査内

容に対して全て無回答であったものを除き、15 事業所の回答を集計の対象とした。 

 助成金対象者に対してジョブコーチ支援を利用した事業所については、助成金対象者雇用事業所に対する

調査票のみに回答を求めたことから、発開金対象者に対してジョブコーチ支援を利用した８事業所の回答を

加え、23 事業所の回答について集計を行った。したがって、８事業所の回答については、発開金対象者雇用

事業所の調査結果の概要（第２節）にも含まれており、再掲となる。

２ ジョブコーチ支援利用事業所の概要 

 事業所の業種を図表２－51 に、従業員数を図表２－52 に、業種と従業員数のクロス集計を図表２－53 に、

事業所の種類を図表２－54 に示した。 

 業種は、製造業が９事業所（39.1％）、医療、福祉が５事業所（21.7％）であった。 

 事業所の従業員数は、30 人未満と 56～100 人がいずれも６事業所（26.1％）であった。 

 事業所の種類は、一般企業が 22 事業所（95.7％）、重度障害者多数雇用事業所が１事業所（4.3％）であっ

た。

図表２－51 業種（n=23）              図表２－52 従業員数（n=23） 

事業所業種 事業所数  従業員数 事業所数 

製造業 9 39.1% 30 人未満 6 26.1%
医療、福祉 5 21.7% 30～55 人 4 17.4%
卸売業、小売業 4 17.4% 56～100 人 6 26.1%
その他サービス業 2 8.7% 101～200 人 4 17.4%
農業、林業、漁業 1 4.3% 301～999 人 3 13.0%

%3.41業便郵、業輸運
%3.41他のそ

  図表 ２－53 業種×従業員数（クロス集計）（n=23） 

     従業員数 
業種 

30 人未満 30～55 人 56～100 人 101～200 人 301～999 人 

製造業 2 4 2 - 1 
医療、福祉 - - 4 - 1 
卸売業、小売業 1 - - 2 1 
その他サービス業 1 - - 1 - 
農業、林業、漁業 1 - - - - 
運輸業、郵便業 - - - 1 - 
その他 1 - - - - 

図表２－54 事業所の種類（n=23） 

事業所の種類 事業所数 

%7.5922業企般一
重度障害者多数雇用事業所 1 4.3%
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３ 障害者の雇用状況 

 身体・知的・精神障害者の雇用経験を図表２－55 に示した。 

 現在雇用している事業所と現在はいないが過去に雇用したことがある事業所を合わせて、身体・知的・精

神障害者のいずれかの雇用経験のある事業所が 19 事業所（82.6％）であり、そのうち、身体障害者の雇用経

験のある事業所が 11 事業所（47.8％）、知的障害者の雇用経験のある事業所が 12 事業所（52.2％）、精神障

害者の雇用経験のある事業所が４事業所（17.4％）であった。 

図表２－55 身体・知的・精神障害者の雇用経験（n=23）   （事業所）

雇用経験 身体障害者 知的障害者 精神障害者 

%0.313%5.3401%1.939るい
現在はいないが過去はいた 2 8.7% 2 8.7% 1 4.3% 

・小計：雇用経験あり 11 47.8% 12 52.2% 4 17.4% 
現在も過去もいない 7 30.4% 6 26.1% 10 43.5% 

%00%00%3.41明不
%1.939%7.125%4.714答回無

 企業全体の障害者の実雇用率を図表２－56 に示した。 

 実雇用率は、1.8％未満が８事業所（34.8％）、1.8～３％が６事業所（26.1％）であった。 

図表２－56 障害者の実雇用率（n=23） 

実雇用率 事業所数 

1.8%未満 8 34.8%
1.8～3% 6 26.1%

%7.125超%3
%7.82明不

無回答 2 8.7%

４ ジョブコーチ支援対象者の雇用状況 

 一つの事業所で複数名を対象にジョブコーチ支援を利用していた事業所はなかったため、ジョブコーチ支

援対象者は事業所数と同じ 23 人であった。 

 対象者の雇用時期を図表２－57 に、雇用継続の状況を図表２－58 に示した。 

 雇用時期は、平成 23 年度が７人（30.4％）、平成 22 年度が５人（21.7％）であった。 

 雇用継続の状況は、雇用継続中が 18 人（78.3％）、すでに離職が５人（21.7％）であった。 

図表２－57 雇用時期（n=23）         図表２－58 雇用継続の状況（n=23） 

雇用時期 人数  雇用継続の状況 人数 

～平成 20 年度 4 17.4%  雇用継続中 18 78.3%
平成 21 年度 1 4.3%  すでに離職 5 21.7%

平成 22 年度 5 21.7%     
平成 23 年度 7 30.4%     
平成 24 年度 1 4.3%     
無回答 5 21.7%     
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 すでに離職している５人について、雇用期間を図表２－59 に、離職理由を図表２－60 に、雇用期間と離職

理由のクロス集計を図表２－61 に示した。 

 雇用期間は、１年～２年未満が２人（40.0％）、６ヵ月～１年未満が１人（20.0％）であった。 

 離職理由は、本人都合（障害・症状の悪化以外の理由）が３人（60.0％）、事業主都合が２人（40.0％）で

あった。

図表２－59 雇用期間（n=5）            図表２－60 離職理由（n=5） 

雇用期間 人数  離職理由 人数 

6 ヵ月～1年未満 1 20.0%  本人都合 
（障害・症状の悪化以外の理由）

3 60.0%
1 年～2年未満 2 40.0%  

%0.042合都主業事%0.042明不

図表２－61 雇用期間×離職理由（クロス集計）（n=5） 

     離職理由 
雇用期間 

本人都合 
（障害・症状の悪化以外の理由）

事業主都合 

1-満未年1～月ヵ6
11満未年2～年1
-2明不

５ ジョブコーチ支援対象者の診断名・疾患名、職種 

 ジョブコーチ支援対象者の診断名・疾患名を図表２－62 に、職種を図表２－63 に示した。 

 診断名・疾患名は、アスペルガー症候群が７人（30.4％）、自閉症が３人（13.0％）であった。 

 職種は、製造作業員が６人（26.1％）、運搬・清掃・包装等が４人（17.4％）であった。 

図表２－62 診断名・疾患名（n=23）     図表２－63 職種（職務内容により修正）（n=23）

診断名・疾患名 人数  職種 人数 

アスペルガー症候群 7 30.4%  製造作業員 6 26.1%
%4.714等装包・掃清・搬運%0.313症閉自
%7.82務事%7.82害障達発性汎広
%7.82業営%7.82害障能機脳次高
%7.82売販%3.41）DL（害障習学

注意欠陥多動性障害（ADHD） %7.82護介%3.41
その他の発達障害 1 4.3%  その他の専門・技術 1 4.3%
その他の障害 4 17.4%  その他のサービス 1 4.3%
把握していない 1 4.3%  その他 3 13.0%

%3.41答回無

６ ジョブコーチ支援対象者の雇用にあたって利用した制度 

 ジョブコーチ支援対象者の雇用にあたって利用した制度（複数回答）を図表２－64 に示した。 

 雇用にあたって何らかの制度を利用していたのは 18 人（78.3％）であった。利用した制度は、トライアル

雇用が 12 人（52.2％）、職場実習が９人（39.1％）であり、トライアル雇用は半数の対象者の雇用にあたっ

て利用されていた。 

 複数の制度を利用していたのは６人（26.1％）であり、複数の制度の組み合わせでは、「トライアル雇用と

職場実習」（４人）が最も多かった。「利用していない」と回答のあった４人のうち２人については、雇用後

に発症してジョブコーチ支援を利用した者であった。

－ 43 －



- 44 -

図表２－64 雇用にあたって利用した制度（複数回答）（n=23） 

利用した制度 人数 

トライアル雇用 12 52.2%
職場実習 9 39.1%
職場適応訓練 2 8.7%
自治体の支援制度 1 4.3%
その他 1 4.3%
利用していない 4 17.4%
無回答 1 4.3%

７ ジョブコーチ支援対象者を雇い入れた主なきっかけ 

 ジョブコーチ支援対象者を雇い入れた主なきっかけ（複数回答）を図表２－65 に示した。 

 雇い入れた主なきっかけは、「ハローワークから紹介されたため」「トライアル雇用の結果、職場定着が見

込まれると判断されたため」がいずれも６人（26.1％）、「企業の社会的責任を果たすため」が４人（17.4％）

であった。その他と回答のあった８人のうち４人については、雇用後に発症してジョブコーチ支援を利用し

た者であった。 

図表２－65 雇い入れた主なきっかけ（複数回答）（n=23） 

数人けかっきな主たれ入い雇

%1.626めたたれさ介紹らかクーワーロハ
トライアル雇用の結果、職場定着が見込まれると判断されたため 6 26.1% 

%4.714めたすた果を任責的会社の業企
%0.313めたたれま頼らか関機援支や関機療医

ジョブコーチ支援の結果、職場定着が見込まれると判断されたため 3 13.0% 
業務の要求水準に対応できそ %7.82めたたっだう
事業拡大や人手不足のため雇い入れの必要があったため 2 8.7% 

%3.41めたたれま頼らかい合り知
%8.438他のそ

８ ジョブコーチ支援対象者の募集・採用及び雇用継続・職場定着にあたって支援を受けた機関 

 ジョブコーチ支援対象者の募集・採用にあたって支援を受けた機関（複数回答）を図表２－66 に示した。

 募集・採用にあたって何らかの機関の支援を受けていたのは 15 人（65.2％）であり、支援を受けた機関は、

ハローワークが 12 人（52.2％）、地域障害者職業センターが６人（26.1％）であった。 

 複数の機関の支援を受けていたのは 10 人（43.5％）であり、複数の機関の組み合わせでは、「ハローワー

クと障害者就業・生活支援センター」（３人）が最も多かった。

図表２－66 募集・採用にあたって支援を受けた機関（複数回答）（n=23） 

支援を受けた機関 人数 

%2.2521クーワーロハ
地域障害者職業センター 6 26.1%
障害者就業・生活支援センター 5 21.7%

%7.82校学種各・校学
%3.41所業事援支行移労就
%3.41関機療医
%7.82他のそ

支援を受けた機関はない 4 17.4%
%4.714答回無
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 ジョブコーチ支援対象者の雇用継続・職場定着にあたって支援を受けた機関（複数回答）を図表２－67に示

した。 

 雇用継続・職場定着にあたって何らかの機関の支援を受けていたのは 20 人（87.0％）であり、支援を受け

た機関は、地域障害者職業センターが 11 人（47.8％）、ハローワークと障害者就業・生活支援センターがい

ずれも７人（30.4％）であった。 

 複数の機関の支援を受けていたのは７人（30.4％）であり、複数の機関の組み合わせでは、「ハローワーク

と障害者就業・生活支援センター」が２人で、他は全て異なる組み合わせの回答であった。 

 なお、９で後述するとおり、障害者職業センターのジョブコーチ又は障害者職業センターのジョブコーチ

と福祉機関のジョブコーチのペアから支援を受けたとの回答が 21 事業所からあったが、そのうち 10 事業所

は募集・採用と雇用継続・職場定着のいずれにおいても地域障害者職業センターの支援を受けたとは回答し

ておらず、調査票全体がジョブコーチ支援を受けた事業所に対する調査であったことから本問における「支

援」をジョブコーチ支援以外の支援と考えて、地域障害者職業センターの支援を受けたとは回答しなかった

可能性がある。

図表２－67 雇用継続・職場定着にあたって支援を受けた機関（複数回答）（n=23） 

支援を受けた機関 人数 

地域障害者職業センター 11 47.8%
%4.037クーワーロハ

障害者就業・生活支援センター 7 30.4%
発達障害者支援センター 1 4.3%

%3.41所業事援支行移労就
地域活動支援センター 1 4.3%
職業能力開発校・職業訓練校 1 4.3%

%7.82他のそ
支援を受けた機関はない 1 4.3%

%7.82答回無

９ ジョブコーチの種類、支援を受けた時期、ジョブコーチ支援の内容と最も役に立った支援 

 ジョブコーチの種類について図表２－68 に示した。 

 ジョブコーチの種類は、障害者職業センターのジョブコーチが 16 人（69.6％）、障害者職業センターのジ

ョブコーチと福祉機関のジョブコーチのペアが５人（21.7％）であった。

図表２－68 ジョブコーチの種類（n=23） 

数人類種のチーコブョジ

障害者職業センターのジョブ %6.9661チーコ
障害者職業センターのジョブコーチと福祉機関のジョブコーチのペア 5 21.7% 

%3.41チーコブョジの関機祉福
%3.41明不

 ジョブコーチの支援を受けた時期について図表２－69 に示した。 

支援を受けた時期は、雇用前～雇用後が 11 人（47.8％）、雇用後（職場への不適応、職務内容の変更や配

置転換があった際以外）が５人（21.7％）であった。 

－ 45 －



- 46 -

図表２－69 支援を受けた時期（n=23） 

数人期時たけ受を援支

%8.7411後用雇～前用雇
雇用後（職場への不適応、職務内容の変更や配置転換があった際以外） 5 21.7% 

%0.313）際たっあが応適不のへ場職（後用雇
雇用後（職務内容の変更や配 %7.82）際の換転置

%3.41前用雇
%3.41後直用雇

 ジョブコーチ支援の内容と最も役に立った支援について、図表２－70 に示した（本設問に無回答のものが

あったため、n=22）。 

 支援を受けた内容では、「障害特性の理解と障害への配慮の仕方等、障害に関する知識について具体的に教

示」が 19 人（86.4％）、「コミュニケーション能力の向上、他の社員・職員との協調、マナー等について指導」

が 18 人（81.8％）であった。 

支援を受けたうち、「最も役に立った」との回答の割合が高かったのは、「担当する仕事の遂行力を向上す

るための指導」（16 人中６人）が 37.5％、「コミュニケーション能力の向上、他の社員・職員との協調、マナ

ー等について指導」（18 人中６人）と「職場の従業員が本人と適切に係われるよう助言・援助」（９人中３人）

がいずれも 33.3％であった。 

図表２－70 ジョブコーチ支援の内容と最も役に立った支援（n=22） 

支援の内容 

支援を受け
た 

最も役に立った

人数 
人数（%は支援を

受けた内の割合）

障害特性の理解と障害への配慮の仕方等、障害に関する知識について具体的に

教示 

19 86.4% 3 15.8%

コミュニケーション能力の向上、他の社員・職員との協調、マナー等について

指導 

18 81.8% 6 33.3%

担当する仕事の遂行力を向上するための指導 16 72.7% 6 37.5%
時間を守ること、職場の規則を守ること等の基本的労働習慣について指導 15 68.2% 0 0%
効果的な仕事の教え方、作業ミスの改善等、職務遂行に係る指導方法につ

いて具体的に教示 
12 54.5% 3 25.0%

職場の従業員が本人と適切に係われるよう助言・援助 9 40.9% 3 33.3%
事業所と家族との間で適切に連絡・連携ができるよう助言・援助 9 40.9% 2 22.2%
家族に対する助言・援助 9 40.9% 1 11.1%
仕事や職場を分析し、本人に合った仕事の発見や開発を実施 7 31.8% 1 14.3%
休日の過ごし方等、上手な日常生活について助言 5 22.7% 0 0%
職場に通勤できるよう指導 3 13.6% 0 0%
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10 ジョブコーチ支援対象者の雇用継続・職場定着のために配慮している事項 

（１）調査票の集計結果 

 ジョブコーチ支援対象者の雇用継続・職場定着のために配慮している事項を図表２－71 に示した。 

 全 30 項目のうち、「本人を対象に実施」「本人を含めて、障害者を対象に実施」「本人を含めて、従業員を

対象に実施」との回答を合わせて、実施している割合が 70％以上のものが８項目、50％～70％未満のものが

３項目であった。一方、実施している割合が 20％未満と低かったものは５項目であった。 

具体的に実施している割合が高い項目は、「本人の障害や症状について、直属の上司、直接仕事のやり取

りを行う同僚の間で承知している」が 21 件（91.3％）、「同僚等が作業を補助している」「既にある職務の中

から、能力的に無理のない仕事へ配置している」「障害や症状について本人や支援機関から事業所内の他の従

業員に説明している」がいずれも 20 件（87.0％）であった。 

 一方、実施している割合が低い項目は、「在宅勤務を可能としている」「種々の障害者を主体としたグルー

プを構成して、そこに配置している」がいずれも１件（4.3％）であった。 

 実施しているとの回答の中で、「従業員を対象に実施」との回答が５割以上の項目は、全 30 項目中の９項

目（図表２－71 に◎で示した項目）であり、当該項目については、従業員を対象に実施されている配慮がジ

ョブコーチ支援対象者にも適用されているケースが多くなっていた。一方、実施しているとの回答の中で「本

人を対象に実施」との回答が５割以上の項目は、全 30 項目中の 13 項目（図表２－71 に☆で示した項目）で

あり、当該項目については、特にジョブコーチ支援対象者本人を対象として配慮が講じられているケースが

多くなっていた。なお、ジョブコーチ支援対象者では、助成金対象者に比べて、実施しているとの回答の中

で「本人を対象に実施」との回答が５割以上の項目数が多くなっており、ジョブコーチによる対象者本人に

合わせた支援が行われたことが影響していると考えられる。
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（２）ヒアリングで把握された雇用継続・職場定着のための配慮 

従業員を対象に「障害や症状について本人や支援機関から事業所内の他の従業員に説明している」と回答

した事業所に具体的な実施内容を尋ねたところ、「本人の症状については、所属長の会議の場で伝えて配慮を

求めたほか、所属する部門の中では本人から説明した。一般の従業員についても、腰痛がひどいなど配慮が

必要な場合は会議の場で伝え、勤務の調整等を行っている」との回答があった。 

従業員を対象に「図示、色分け等の「視覚化」した「作業手順書（マニュアル）」を作成している」「作業

がしやすくなるような工夫（部品の色分け等）を行っている」と回答した事業所に具体的な実施内容を尋ね

たところ、「「視覚化」したマニュアルの方が分かり易いという考えから、障害者の従業員を受け入れる前か

ら導入していた。障害のある従業員には、マニュアルの他に、作業リストを渡している（医療、福祉の事業

所）」「使うもの（書類など）に印を付けている。指示出しがしやすい（医療、福祉の事業所）」との回答があ

った。 

また、調査票で質問した項目以外に、ジョブコーチ支援対象者の雇用継続・職場定着のために特に配慮し

ていることがあるか尋ねたところ、「生活面のアドバイス。朝が弱く、始業時間ギリギリに出勤するので、「何

時に寝ているの？朝○時に起きるなら、前の夜は△時に寝ないと･･･」といった話をする。親御さんの協力を

得られないため、このようなアドバイスをしている。発達障害の人は家庭での過ごし方が仕事にも大きな影

響を及ぼす」との回答があった。 

11 ジョブコーチ支援を知ったきっかけ、ジョブコーチ支援についての意見 

 ジョブコーチ支援を知ったきっかけ（複数回答）を図表２－72 に示した（本設問はジョブコーチ支援利用

事業所調査のみの質問のため、ｎ＝15）。 

 ジョブコーチ支援を知ったきっかけは、「ハローワークや労働局からの情報提供」「就労支援機関からの情

報提供」がいずれも５事業所（13.3％）であった。きっかけについて「その他」と回答のあった２事業所に

ついては、いずれも具体的には「病院」からの情報で知ったとの回答であった。

図表２－72 ジョブコーチ支援を知ったきっかけ（複数回答）（n=15） 

ジョブコーチ支援を知ったきっかけ 事業所数 

ハローワークや労働局からの情報提供 5 33.3%
%3.335供提報情のらか関機援支労就
%0.023供提報情るけおに内社
%3.312集収報情ので会演講・修研

他企業や経営者団体、業界団体からの情報提供 1 6.7%
%3.312他のそ

 ジョブコーチ支援についての意見がある場合、自由記述形式で回答を求めたところ、５事業所から回答が

得られた（本設問はジョブコーチ支援利用事業所調査のみの質問のため、ｎ＝15）。回答をまとめた（図表２

－73）。 

図表２－73 ジョブコーチ支援についての意見（自由記述） 

容内載記な的体具数件類分

雇用を継続している事
業所 

3 

「第三者が中立的に介在してくださっていることは本人（家族）、事業所双方にとって

感情的なものが整理され、よりシンプルに物事が運べていく楽さがありました」「障害

者雇用には必要な制度だと思います。大変助かりました」「ジョブコーチの支援があっ

たので、安心して雇用を守ることができた」
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すでに離職している事
業所 

2 
「雇用する会社の規模や、事業内容を考慮のうえ適切な支援を行ったほうがよい」「ジ

ョブコーチ支援と知的障害者等についての専門家によるカウンセリングがより積極的

に連携する方策を考える必要がある」

12 障害者手帳取得についての考え 

 障害者手帳取得についての考えを図表２－74 に示した。 

 障害者手帳について「可能であれば取得してほしい」との回答が 12 事業所（52.2％）、「事業所としては、

取得してもしなくてもどちらでもよい」との回答が８事業所（34.8％）であった。 

 「可能であれば取得してほしい」と回答した事業所にその理由を尋ねたところ、「ハンディのある人とない

人が同じ土俵でやっていくのは難しい。認定の可能な人は手帳を取った方が良いと思う」との回答があった。 

 「事業所としては、取得してもしなくてもどちらでもよい」と回答した事業所にその理由を尋ねたところ、

「会社として、手帳取得についての希望はない。あくまでも本人、家族が決めるべきものである」との回答

があった。

図表２－74 障害者手帳取得についての考え（n=23） 

数所業事え考のていつに得取帳手者害障

可能であれば取得してほしい 12 52.2% 
事業所としては、取得してもしなくてもどちらでもよい 8 34.8% 
手帳の対象ではないと考えているので、取得することは困難だと思う 1 4.3% 

%7.82答回無

13 手帳を所持しない障害者の雇用継続にあたって特に配慮が必要だと感じている点 

 手帳を所持しない障害者の雇用継続にあたって、手帳を所持している障害者に比べて特に配慮が必要だと

感じている点がある場合、自由記述形式で回答を求めたところ、７事業所から回答が得られた（図表２－75）。

なお、うち４事業所については、発開金対象者雇用事業所であるため、図表２－23 の内容の再掲となる。 

なお、本設問の趣旨は、手帳を所持しないことにより特に配慮が必要だと感じている点について回答を求

めるものであったが、得られた回答は、手帳の有無に関わらずジョブコーチ支援対象者の障害特性によって

配慮が必要だと感じている点だと考えられる内容であった。

図表２－75 雇用継続にあたって特に配慮が必要だと感じている点（自由記述） 

容内載記な的体具数件類分

雇用を継続している事業所   

うち、具体的に配慮が
必要だと感じている点 

3 

「本人の障害が目に見えないので、本人、障害者センター、ジョブコーチとの充

分なコミュニケーションの必要性を特に感じた」「コミュニケーションが重要（再

掲）」「個々の特性のちがいが大きい為、それぞれのマニュアルが必要である（再

掲）」

うち、その他 2 

「障害者が、健常者と一緒に働ける様に、官民共にチャンスを広げる工夫を更に

すべきです。受け入れ側の少しの配慮が有れば同じ生活が出来ます（再掲）」「自

閉症の障害者は、意思が伝わらずコミュニケーションがとれないため指導しにく

い。職場の援助、補助する人が落ち込んでしまう。障害者の家族との面識もない

ので、家での様子がわからない（再掲）」

すでに離職している事業所 2 

「本人に障害があることの意識があまりなかったため、周囲と円滑なコミュニケ

ーションをとる意識的な訓練を受けてこなかった。ジョブコーチ、カウンセラー

による恒常的訓練が必要かと思う」「周りの従業員との兼ね合い、理解が求められ

ないことが多く、サービス業では苦労する」
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14 手帳を所持しない障害者の雇用にあたって希望する支援 

 手帳を所持しない障害者の雇用にあたって、事業所として希望する支援がある場合、自由記述形式で回答

を求めたところ、４事業所から回答が得られた（図表２－76）。いずれも、雇用を継続している事業所であっ

た。なお、うち２事業所については、発開金対象者雇用事業所であるため、図表２－24 の内容の再掲となる。 

 なお、本設問の趣旨は、手帳を所持しないことにより事業所として希望する支援について回答を求めるも

のであったが、得られた回答は、手帳の有無に関わらずジョブコーチ支援対象者の障害特性によって希望す

る支援だと考えられる内容であった。 

図表２－76 希望する支援（自由記述） 

具体的な記載内容 

「生活面での支援。家族の事、過去の事、体調の事、生活リズム等に不安があり自分で解決できていない。それが作業にも影響

がでてしまう」「フレックスタイム、在宅勤務、通常の勤務などその時の状態に合わせて仕事をしていただくことになります。特

に在宅に資料が存在することになるので、その安全管理について支援をしていただきたい」「助成金も本人が就労している間は継

続してほしい（再掲）」「雇用して３年目ですが、今後１年に１度程度地域障害者職業センター（ジョブコーチ）の支援が望まし

い。現在の状況や状態を把握のため（再掲）」

15 障害者雇用についての意見 

 手帳を所持しない障害者の雇用も含め、障害者雇用についての意見がある場合、自由記述形式で回答を求

めたところ、７事業所から回答が得られた（図表２－77）。なお、うち１事業所については、発開金対象者雇

用事業所であるため、図表２－25 の内容の再掲となる。 

図表２－77 障害者雇用についての意見（自由記述） 

容内載記な的体具数件類分

雇用を継続している事業所 5 

「障害者雇用の更なる促進につながる受入企業に対する魅力的な優遇施策が必要

と考える」「社会人として働いていくには、家族の協力が不可欠だと思う」「障害

について同僚の理解を得るには、職場実習が一番良いと思います」「すべての障害

者が働くことが出来る世の中になるように、私共はもちろん社会全体が努力をす

るべきだと思う。出来ることから積極的に障害者雇用にトライしたい」「助成金は、

障害者が働く為に必要なもので、あくまでも企業に対してのサポートにすぎない。

よって助成金が終了してしまうと、企業にまる投げ感がある（再掲）」 

すでに離職している事業所 2 

「中小規模の企業では限られた人員の中で障害者の雇用のためにフォローする人

を捻出することが出来ない。正直、経営的にも非常に負担である。ジョブコーチ

支援も良いが、支援方法そのものを根本的に見直す必要があると考える」「障害者

の特徴を考慮、対応した具体的な雇用例、雇用における成果、効果を積極的に周

知する必要がある」 
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第５節 まとめ 

１ 事業所の概要と障害者の雇用状況 

 業種別では、助成金対象者雇用事業所、ジョブコーチ支援利用事業所ともに、「製造業」と「医療、福祉」

が多かった（発開金対象者雇用事業所とジョブコーチ支援利用事業所では「製造業」「医療、福祉」の順に、

難開金対象者雇用事業所では「医療、福祉」「製造業」の順に多かった）。平成 23 年度のハローワークを通じ

た手帳を所持しない障害者全体の就職状況をみると、産業別では「医療、福祉」「製造業」の順に多くなって

おり４）、今回の調査に回答のあった事業所は、手帳を所持しない障害者を雇用している事業所全体の中で、

業種でみると大きな偏りはなかったと考えられる。 

 障害者の雇用状況では、発開金対象者雇用事業所の 87.5％、ジョブコーチ支援利用事業所の 82.6％におい

て身体・知的・精神障害者のいずれかの雇用経験があった。難開金対象者雇用事業所においては身体・知的・

精神障害者のいずれかの雇用経験のある事業所は 49.5％にとどまっていた。難開金対象者については半数が

障害者の雇用経験のない事業所で雇用されている結果であった。 

２ 対象者の雇用状況と利用した制度、支援を受けた機関 

 発開金対象者では雇用継続中が 62.5％であった。難開金対象者では 76.8％が雇用継続中となっており、難

開金対象者については比較的定着しやすいことが示唆される結果であった。また、ジョブコーチ支援対象者

では 78.3％が雇用継続中であった。 

 対象者の雇用にあたっては、発開金対象者の 81.3％が発開金以外の何らかの制度（トライアル雇用、職場

実習等）を利用しており、ジョブコーチ支援対象者の 78.3％がジョブコーチ支援以外の何らかの制度を利用

していた。難開金対象者では難開金以外の何らかの制度の利用は 30.5％にとどまっており、難開金以外には

特に制度を利用しなくても雇用されているケースが多い結果であった。 

 支援機関からの支援については、発開金対象者では募集・採用にあたって 93.8％、雇用継続・職場定着に

あたって 81.3％が何らかの機関の支援を受けていた。難開金対象者では募集・採用にあたって 72.6％が何ら

かの機関の支援を受けていたものの、雇用継続・職場定着にあたって何らかの機関の支援を受けていたのは

27.4％にとどまっていた。支援を受けた機関についてみると、発開金対象者ではハローワークに加えて障害

者就業・生活支援センター等から支援を受けたとの回答も一定程度あり、募集・採用から雇用継続・職場定

着まで継続して支援機関からの支援を受けているケースが多かった。難開金対象者ではハローワーク以外の

支援機関から支援を受けたとの回答は少数であり、募集・採用にあたってはハローワークの支援を受けてい

るケースが多いものの、それ以外の支援機関を活用しているケースは少ない結果であった。また、ジョブコ

ーチ支援対象者では、雇用継続・職場定着にあたって 87.0％が何らかの機関の支援を受けており、雇用継続

中の割合の高さにつながっていた可能性がある。 

３ 雇用継続・職場定着のために配慮している事項 

雇用継続・職場定着のために配慮している事項については、「職務の見直しや配置」「物理的環境の整備、

個人用の支援機器や道具類」「職務遂行」「労働条件や勤務時間」「職場内の障害や症状への理解、本人の自己

管理」「職場における支援者の配置」「外部の支援機関等との連携」の各カテゴリーについてそれぞれ３～６

項目、計 30 項目に対して「本人を対象に実施」「本人を含めて、障害者を対象に実施」「本人を含めて、従業

員を対象に実施」「実施せず」のいずれかの回答を求めた。 
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（１）配慮の実施状況と配慮の内容 

発開金対象者では、全 30 項目のうち、実施している割合が 70％以上のものが「既にある職務の中から、

能力的に無理のない仕事へ配置している」「同僚等が作業を補助している」（いずれも 93.8％）、「本人の障害

や症状について、直属の上司、直接仕事のやり取りを行う同僚の間で承知している」（87.5％）など７項目、

50％～70％未満のものが８項目であり、全 30 項目のうち半分の 15 項目は実施率が 50％以上で、残る 15 項

目は実施率が 50％未満であった。一方、実施している割合が 20％未満と低かったものは「在宅勤務を可能と

している」（０％）、「産業医・保健師等が健康管理の相談に乗る」（18.8％）の２項目であった。 

 難開金対象者では、全 30 項目のうち、実施している割合が 70％以上のものが「通院のための時間が取れ

るようにしている」（84.2％）、「本人の障害や症状について、直属の上司、直接仕事のやり取りを行う同僚の

間で承知している」（82.1％）、「同僚・上司が仕事上の相談に乗る」（73.7％）など５項目、50％～70％未満

のものが４項目であり、全 30 項目のうち７割の 21 項目は実施率が 50％以上であった。また、調査票で質問

した項目以外に、難開金対象者の雇用継続・職場定着のために特に配慮していることがあるか尋ねたところ、

業務内容や勤務時間への配慮や、体調への配慮を実施しているとの回答があった。一方、実施している割合

が 20％未満と低かったものは「種々の障害者を主体としたグループを構成して、そこに配置している」「本

人と同様の障害者を主体としたグループを構成して、そこに配置している」（いずれも 1.1％）、「職場と家族

間で「連絡ノート」等により情報共有している」（3.2％）など 10 項目であった。 

 ジョブコーチ支援利用者では、全 30 項目のうち、実施している割合が 70％以上のものが「本人の障害や

症状について、直属の上司、直接仕事のやり取りを行う同僚の間で承知している」（91.3％）、「同僚等が作業

を補助している」「既にある職務の中から、能力的に無理のない仕事に配置している」「障害や症状について

本人や支援機関から事業所内の他の従業員に説明している」（いずれも 87.0％）など８項目、50％～70％未

満のものが３項目であり、全 30 項目のうち約６割の 19 項目は実施率が 50％未満であった。ジョブコーチ支

援対象者のうち 65.2％は発達障害者であり、発開金対象者に対して配慮を実施している割合が高い項目と共

通する結果であった。（２）で後述するとおり、ジョブコーチ支援対象者では助成金対象者に比べて本人を対

象として配慮が講じられているケースが多くなっており、ジョブコーチ支援の影響が考えられたが、配慮を

実施している割合が高い項目でみると、発開金対象者と大きな違いはみられなかった。一方、実施している

割合が 20％未満と低かったものは「在宅勤務を可能としている」「種々の障害者を主体としたグループを構

成して、そこに配置している」（いずれも 4.3％）など５項目であった。

（２）配慮の程度 

 配慮を実施しているとの回答について、その配慮が手帳を持たない対象者に限定されたものか否かをみる

と、難開金対象者では全 30 項目中の 27 項目で「従業員を対象に実施」との回答が何らかの配慮を実施して

いるとする回答のうちの５割以上となっていた。「従業員を対象に実施」と回答した事業所に具体的な実施内

容をヒアリングしたところ、例えば「本人の障害や症状について、直属の上司、直接仕事のやり取りを行う

同僚の間で承知している」との項目に、「従業員を対象に実施」と回答した事業所であっても、従業員全体の

障害や症状について上司や同僚の間で承知しているとの意味ではなく、難開金対象者本人の障害や症状につ

いて従業員全体で承知しているとの意味で回答した事業所があるなど、実際に各項目が従業員を対象に実施

されている割合は得られた回答より低い可能性も一部みられた。しかしながら、全体の９割の項目で実施

しているとの回答のうち「従業員を対象に実施」との回答が５割以上となっていたことに加えて、ヒアリン

グにおいて調査票で質問した項目以外に難開金対象者の雇用継続・職場定着のために特に配慮している事が

あるか尋ねたところ、複数の事業所から「特に配慮はしていない（他の従業員と変わらない）」との回答があ
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り、従業員を対象に実施されている配慮が難開金対象者にも適用されているケースが多く、難開金対象者本

人に限定した配慮が講じられていることは少ないことが示唆された。また、発開金対象者では、全 30 項目中

の 15 項目で「従業員を対象に実施」との回答が何らかの配慮を実施しているとする回答のうちの５割以上と

なっており、本人に限定した配慮が講じられているケースは多くないことが示唆された。 

一方、ジョブコーチ支援対象者では、全 30 項目中の 13 項目で「本人を対象に実施」との回答が何らかの

配慮を実施しているとする回答のうちの５割以上となっており、本人に限定した配慮が講じられているケー

スが多いことが示唆され、ジョブコーチによる対象者本人に合わせた支援が行われたことの影響が考えられ

る。 

（３）調査対象事業所についての留意点 

 本調査の対象事業所は、発開金又は難開金の対象となる者を雇い入れた事業所、及び、手帳を所持しない

障害者をジョブコーチ支援を利用して雇用した事業所であり、いずれも、理解の程度には差があると考えら

れるものの、対象者に障害があることは承知している事業所である。先行調査においては、職場において病

気や障害を説明することについて「説明したいができない」との回答が、発達障害で多く５）、また、手帳の

ない難病で多い６）ことが示されており、病気や障害を説明することが困難なことから雇用継続・職場定着の

ための配慮を受けられないケースも多いことに留意する必要がある。 

４ 助成金に対する評価と意見、雇用にあたって希望する支援 

 助成金に対する評価では、発開金対象者雇用事業所の 68.8％が助成金により雇い入れが促進されたと肯定

的に評価していた。難開金対象者雇用事業所では肯定的な評価が 47.4％であり、次いでどちらともいえない

との回答が 25.3％であった。また、助成金に対する意見について、自由記述形式の回答では、発開金につい

ては助成金の期間の長期化を求める意見が複数みられ、難開金については一層の周知を求める意見が複数み

られた。 

 雇用にあたって希望する支援について、自由記述形式の回答では、難開金対象者雇用事業所において、障

害についての詳細な情報が欲しいとの回答が複数みられた。 

５ 障害者手帳取得についての考え 

 回答が得られた 126 事業所全体での障害者手帳取得についての意見をみると、「事業所としては、取得して

もしなくてもどちらでもよい」との回答が 42.1％で、「可能であれば取得してほしい」の 35.7％を上回って

いた。ただし、回答が得られた事業所のうち調査時点において障害者雇用率制度に基づく雇用義務の対象と

なる従業員数 56 人以上（注）の 38 事業所に限ってみると「可能であれば取得してほしい」との回答が５割を

占めており、障害者雇用率制度に基づく雇用義務の対象となる事業所では、対象者に障害者手帳を取得して

ほしいとの希望も一定程度あると考えられる（なお、本調査では企業全体の従業員数は把握していないため、

障害者の雇用義務がある事業所は実際にはもっと多く含まれている可能性がある）。 

（注）調査時点の障害者の法定雇用率は民間企業で 1.8％であり、従業員数 56 人以上の企業は１人以上の障害者を雇用しなければなら

ないが、平成 25 年４月１日からは法定雇用率が民間企業で 2.0％に引き上げとなり、従業員数 50 人以上の企業は１人以上の障害者

を雇用しなければならないこととなる。
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